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議案第47号 

一宮市行政手続条例の一部改正について 

一宮市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

提案理由 

行政手続法(平成5年法律第88号)の一部改正に伴い、不利益処分の名宛人となるべき者

の所在が判明しない場合における聴聞の通知の方法を変更し、及び条文の整理を行うため、

本案を提出する。 
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一宮市行政手続条例の一部を改正する条例 

一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(目的等) (目的等) 

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法

律第88号)第38条の規定の趣旨にのっと

り、処分、行政指導及び届出に関する手

続に関し共通する事項を定めることによ

って、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図り、もって市民の権利・

利益の保護に資するとともに、市行政に

対する市民の信頼を高めることを目的と

する。 

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法

律第88号)   の規定の趣旨にのっと

り、処分、行政指導及び届出に関する手

続に関し共通する事項を定めることによ

って、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図り、もって市民の権利・

利益の保護に資するとともに、市行政に

対する市民の信頼を高めることを目的と

する。 

2 略 2 略 

(聴聞の通知の方式) (聴聞の通知の方式) 

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期

間をおいて、不利益処分の名あて人とな

るべき者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。 

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期

間をおいて、不利益処分の名宛人 とな

るべき者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

2 略 2 略 

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となる

べき者の所在が判明しない場合において

は、第1項の規定による通知を、その者の

氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項

並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事

項を記載した書面をいつでもその者に交

付する旨を告示することによって行うこ

とができる。この場合においては、告示

を始めた日から2週間を経過したときに、

当該通知がその者に到達したものとみな

す。 

3 行政庁は、不利益処分の名宛人 となる

べき者の所在が判明しない場合において

は、第1項の規定による通知を、公示の方

法                 

           によって行うこ

とができる。 

 4 前項の公示の方法による通知は、不利益

処分の名宛人となるべき者の氏名、第1項

第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載し

た書面をいつでもその者に交付する旨(以
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下この項において「公示事項」という。)

を規則で定める方法により不特定多数の

者が閲覧することができる状態に置くと

ともに、公示事項が記載された書面を当

該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又

は公示事項を当該事務所に設置した電子

計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く措置をとる

ことによって行うものとする。この場合

においては、当該措置を開始した日から2

週間を経過したときに、当該通知がその

者に到達したものとみなす。 

(代理人) (代理人) 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条

第3項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当

事者」という。)は、代理人を選任するこ

とができる。 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条

第4項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当

事者」という。)は、代理人を選任するこ

とができる。 

2～4 略 2～4 略 

(続行期日の指定) (続行期日の指定) 

第22条 略 第22条 略 

2 略 2 略 

3 第15条第3項     の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加人の

所在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合におい

て、同条第3項     中「不利益処分

の名あて人となるべき者」とあるのは

「当事者又は参加人」と、   「告示

を始めた   日から2週間を経過したと

き」とあるのは「告示を始めた   日

から2週間を経過したとき(同一の当事者

又は参加人に対する2回目以降の通知にあ

っては、告示を始めた   日の翌日)」

と読み替えるものとする。 

3 第15条第3項及び第4項の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加人の

所在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合におい

て、同条第3項及び第4項中「不利益処分

の名宛人 となるべき者」とあるのは

「当事者又は参加人」と、同項中「当該

措置を開始した日から2週間を経過したと

き」とあるのは「当該措置を開始した日

から2週間を経過したとき(同一の当事者

又は参加人に対する2回目以降の通知にあ

っては、当該措置を開始した日の翌日)」

と読み替えるものとする。 

(聴聞に関する手続の準用) (聴聞に関する手続の準用) 

第29条 第15条第3項及び第16条     

 の規定は、弁明の機会の付与について

準用する。この場合において、第15条第3

第29条 第15条第3項及び第4項並びに第16

条の規定は、弁明の機会の付与について

準用する。この場合において、第15条第3
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項中「第1項」とあるのは「第28条」と、

「同項第3号及び第4号      」と

あるのは「同条第3号 」と、第16条第1

項中「前条第1項」とあるのは「第28条」

と、「同条第3項後段」とあるのは「第29

条において準用する第15条第3項後段」と

読み替えるものとする。 

項中「第1項」とあるのは「第28条」と、

同条第4項中「第1項第3号及び第4号」と

あるのは「第28条第3号」と、第16条第1

項中「前条第1項」とあるのは「第28条」

と、「同条第4項後段」とあるのは「第29

条において準用する第15条第4項後段」と

読み替えるものとする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の第15条第3項及び第4項(第22条第3項(第25条において準用する場合を含む。)

及び第29条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後の通知

について適用し、同日前の通知については、なお従前の例による。 
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議案第48号 

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う関係条例の整備に

ついて 

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例を次のように定める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

提案理由 

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令(平成20年政令第120号)の一部改正に伴

い、退隠料及び扶助料の最低保障額並びに扶助料に係る寡婦加算額を引き上げるため、本

案を提出する。 
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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例 

(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例の一部改正) 

第1条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(長期在職者の退隠料等年額についての特

例) 

(長期在職者の退隠料等年額についての特

例) 

第3条 退隠料又は扶助料で、令和7年4月分

以降の年額が次の表の左欄に掲げる区分

に対応する同表の右欄に掲げる額に満た

ないときは、当該右欄に掲げる額をもって

その年額とする。 

第3条 退隠料又は扶助料で、令和8年4月分

以降の年額が次の表の左欄に掲げる区分

に対応する同表の右欄に掲げる額に満た

ないときは、当該右欄に掲げる額をもって

その年額とする。 

【別記 参照】 【別記 参照】 

2 令和7年3月31日以前に給与事由の生じた

前項に規定する退隠料又は扶助料の同月

分までの年額については、なお従前の例に

よる。 

2 令和8年3月31日以前に給与事由の生じた

前項に規定する退隠料又は扶助料の同月

分までの年額については、なお従前の例に

よる。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

退隠料又は扶助料 金額 

65歳以上の者に給する退隠料 1,185,900円

65歳未満の者に給する退隠料 889,400円

扶助料 829,200円

改正案 

退隠料又は扶助料 金額 

65歳以上の者に給する退隠料 1,208,600円

65歳未満の者に給する退隠料 906,400円

扶助料 845,100円

(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例

の一部改正) 

第2条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する
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条例(昭和51年一宮市条例第33号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(扶助料の年額に係る加算の特例) (扶助料の年額に係る加算の特例) 

第3条 職員遺族扶助料条例(大正10年第13

号議決。以下「第13号議決」という。)第2

条第1号又は第3号に規定する扶助料を受

ける者が妻であって、その妻が次の各号の

一に該当する場合には、その年額に、当該

各号に定める額を加えるものとする。 

第3条 略 

(1) 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規

定する扶養遺族をいう。)である子(18

歳以上20歳未満の子にあっては、重度

障害の状態にある者に限る。)が2人以

上ある場合 279,100円 

(1) 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規

定する扶養遺族をいう。)である子(18

歳以上20歳未満の子にあっては、重度

障害の状態にある者に限る。)が2人以

上ある場合 284,400円 

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する

子に限る。)が1人ある場合 159,400円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する

子に限る。)が1人ある場合 162,400円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当

する場合を除く。) 159,000円 

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当

する場合を除く。) 162,000円 

2 略 2 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第3条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成12年一宮市条例第45号)の一部を次

のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(退隠料等の年額の改定) (退隠料等の年額の改定) 

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠

料又は扶助料については、令和7年4月分以

降、これらの年額を、これらの年額の計算

の基礎となっている給料年額にそれぞれ

対応する付則別表の仮定給料年額を退職

又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市

退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例

臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。

一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与

金条例臨時特例条例の一部を改正する条

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠

料又は扶助料については、令和8年4月分以

降、これらの年額を、これらの年額の計算

の基礎となっている給料年額にそれぞれ

対応する付則別表の仮定給料年額を退職

又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市

退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例

臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。

一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与

金条例臨時特例条例の一部を改正する条
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例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その

他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。

以下同じ。)の規定によって算出して得た

年額に改定する。 

例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その

他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。

以下同じ。)の規定によって算出して得た

年額に改定する。 

付則別表(付則第2条関係) 付則別表(付則第2条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

退隠料又は扶助料年額の

計算の基礎となっている

給料年額(円) 

仮定給料年額(円) 退隠料又は扶助料年額の

計算の基礎となっている

給料年額(円) 

仮定給料年額(円)

1,178,000 1,200,900 2,718,300 2,771,200

1,230,100 1,254,100 2,809,100 2,863,800

1,283,800 1,308,800 2,862,600 2,918,300

1,336,800 1,362,900 3,017,300 3,076,100

1,391,200 1,418,300 3,094,200 3,154,500

1,424,900 1,452,600 3,174,400 3,236,200

1,458,600 1,487,100 3,328,900 3,393,700

1,497,000 1,526,100 3,484,600 3,552,500

1,551,600 1,581,800 3,525,300 3,593,900

1,598,600 1,629,800 3,654,000 3,725,100

1,642,600 1,674,600 3,836,600 3,911,300

1,695,600 1,728,600 4,017,500 4,095,800

1,749,100 1,783,100 4,129,200 4,209,600

1,807,300 1,842,500 4,238,100 4,320,700

1,866,300 1,902,600 4,459,200 4,546,100

1,939,700 1,977,500 4,675,700 4,766,800

1,986,100 2,024,800 4,718,200 4,810,100

2,045,800 2,085,600 4,886,500 4,981,600

2,104,000 2,145,000 5,098,600 5,197,900

2,219,300 2,262,600 5,309,700 5,413,100

2,250,400 2,294,200 5,519,300 5,626,800

2,339,300 2,384,900 5,651,700 5,761,700

2,457,400 2,505,300 5,792,700 5,905,500

2,588,000 2,638,400 6,064,300 6,182,400

2,654,700 2,706,400

備考 
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退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,064,300円を超える場合に

おいては、当該給料年額を仮定給料年額とする。 

改正案 

退隠料又は扶助料年額の

計算の基礎となっている

給料年額(円) 

仮定給料年額(円) 退隠料又は扶助料年額の

計算の基礎となっている

給料年額(円) 

仮定給料年額(円)

1,200,900 1,223,800 2,771,200 2,824,100

1,254,100 1,278,100 2,863,800 2,918,500

1,308,800 1,333,800 2,918,300 2,974,000

1,362,900 1,388,900 3,076,100 3,134,800

1,418,300 1,445,400 3,154,500 3,214,800

1,452,600 1,480,400 3,236,200 3,298,000

1,487,100 1,515,500 3,393,700 3,458,600

1,526,100 1,555,300 3,552,500 3,620,300

1,581,800 1,612,000 3,593,900 3,662,600

1,629,800 1,660,900 3,725,100 3,796,300

1,674,600 1,706,600 3,911,300 3,986,000

1,728,600 1,761,600 4,095,800 4,174,000

1,783,100 1,817,200 4,209,600 4,290,000

1,842,500 1,877,700 4,320,700 4,403,200

1,902,600 1,939,000 4,546,100 4,632,900

1,977,500 2,015,200 4,766,800 4,857,800

2,024,800 2,063,500 4,810,100 4,902,000

2,085,600 2,125,500 4,981,600 5,076,800

2,145,000 2,186,000 5,197,900 5,297,200

2,262,600 2,305,800 5,413,100 5,516,500

2,294,200 2,338,000 5,626,800 5,734,300

2,384,900 2,430,400 5,761,700 5,871,800

2,505,300 2,553,100 5,905,500 6,018,300

2,638,400 2,688,800 6,182,400 6,300,500

2,706,400 2,758,100

備考 

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,182,400円を超える場合に

おいては、当該給料年額を仮定給料年額とする。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料

退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例付則第3
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条の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時

特例条例等の一部を改正する条例付則第3条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後

の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例付則第2条及び付則別表の規定は、令和8年4月1日

から適用する。
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議案第49号 

一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の一部改正について 

一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

提案理由 

地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正に伴い、家屋又は償却資産に係る固定資産

税の免税点の引上げ、住宅借入金等特別税額控除の延長等を行い、及び条文の整理を行う

ため、本案を提出する。 
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一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の一部を改正する条例 

(一宮市市税条例の一部改正) 

第1条 一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(納期限後に納付し、又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金) 

(納期限後に納付し、又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金) 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第4

0条、第46条、第46条の2若しくは第46条

の5(第53条の7の2において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。)、

第47条の4第1項(第47条の5第3項におい

て準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。)、第48条第1項(法第321条の

8第34項及び第35項の申告書に係る部分

を除く。)、第53条の7、第67条、第81条

の6第1項、第83条第2項、第98条第1項若

しくは第2項、第102条第2項、第139条第

1項又は第145条第3項に規定する納期限

後にその税金を納付し、又は納入金を納

入する場合には、当該税額又は納入金額

にその納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限とする。第

1号、第2号及び第5号において同じ。)の

翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年14.6パーセント(次の各

号に掲げる税額の区分に応じ、第1号か

ら第4号までに定める期間並びに第5号及

び第6号に定める日までの期間について

は、年7.3パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書によって納付し、又は納入書に

よって納入しなければならない。 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第4

0条、第46条、第46条の2若しくは第46条

の5(第53条の7の2において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。)、

第47条の4第1項(第47条の5第3項におい

て準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。)、第48条第1項(法第321条の

8第34項及び第35項の申告書に係る部分

を除く。)、第53条の7、第67条    

     、第83条第2項、第98条第1項若

しくは第2項、第102条第2項、第139条第

1項又は第145条第3項に規定する納期限

後にその税金を納付し、又は納入金を納

入する場合には、当該税額又は納入金額

にその納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限とする。第

1号、第2号及び第5号において同じ。)の

翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年14.6パーセント(次の各

号に掲げる税額の区分に応じ、第1号か

ら第4号までに定める期間並びに第5号及

び第6号に定める日までの期間について

は、年7.3パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書によって納付し、又は納入書に

よって納入しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第81条の6第1項の申告書、第98条

第1項若しくは第2項の申告書又は第13

9条第1項の申告書に係る税額(第4号に

掲げる税額を除く。) 当該税額に係

る納期限の翌日から1月を経過する日

(2)             第98条

第1項若しくは第2項の申告書又は第13

9条第1項の申告書に係る税額(第4号に

掲げる税額を除く。) 当該税額に係

る納期限の翌日から1月を経過する日
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までの期間 までの期間 

(3) 第81条の6第1項の申告書、第98条

第1項若しくは第2項の申告書又は第13

9条第1項の申告書でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出し

た日までの期間又はその日の翌日から

1月を経過する日までの期間 

(3)             第98条

第1項若しくは第2項の申告書又は第13

9条第1項の申告書でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出し

た日までの期間又はその日の翌日から

1月を経過する日までの期間 

(4)～(6) 略 (4)～(6) 略 

2・3 略 2・3 略 

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準) 

第33条 略 第33条 略 

2 略 2 略 

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配

当等(以下この項及び次項並びに第34条の

9において「特定配当等」という。)   

      に係る所得を有する者に係る

総所得金額は、当該特定配当等に係る所

得の金額を除外して算定する。 

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配

当等(次項及び        第34条の

9において「特定配当等」という。)(同号

ロに掲げるものを除く。以下この項にお

いて同じ。)に係る所得を有する者に係る

総所得金額は、当該特定配当等に係る所

得の金額を除外して算定する。 

4～6 略 4～6 略 

(寄附金税額控除) (寄附金税額控除) 

第34条の7 略 第34条の7 略 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11

項(法附則第5条の6第2項     の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。)に定めるところにより計算した金

額とする。 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11

項(法附則第5条の6第3項又は第4項の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。)に定めるところにより計算した金

額とする。 

(市民税の申告) (市民税の申告) 

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者で

賦課期日現在市内に住所を有するものは

、3月15日までに次に掲げる事項を記載

した申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の6第1項又は

第4項の規定により給与支払報告書又は

公的年金等支払報告書を提出する義務が

ある者から1月1日現在において給与又は

公的年金等の支払を受けている者で前年

中において給与所得以外の所得又は公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなか

ったもの(公的年金等に係る所得以外の

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者で

賦課期日現在市内に住所を有するものは

、3月15日までに次に掲げる事項を記載

した申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の6第1項又は

第4項の規定により給与支払報告書又は

公的年金等支払報告書を提出する義務が

ある者から1月1日現在において給与又は

公的年金等の支払を受けている者で前年

中において給与所得以外の所得又は公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなか

ったもの(公的年金等に係る所得以外の
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所得を有しなかった者で社会保険料控除

額(令第48条の9の7に規定するものを除

く。)、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所

得割の納税義務者(前年の合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。)の法

第314条の2第1項第10号の2に規定する自

己と生計を一にする配偶者(前年の合計

所得金額が95万円以下であるものに限る

。)で控除対象配偶者に該当しないもの

に係るものを除く。)、法第314条の2第4

項に規定する扶養控除額若しくは特定親

族特別控除額(特定親族(同条第1項第12

号に規定する特定親族をいう。第36条の

3の2第1項第3号及び第36条の3の3第1項

        において同じ。)(前年

の合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。)に係るものを除く。)の控除又

はこれらと併せて雑損控除額若しくは医

療費控除額の控除、法第313条第8項に規

定する純損失の金額の控除、同条第9項

に規定する純損失若しくは雑損失の金額

の控除若しくは第34条の7の規定により

控除すべき金額(以下この条において「

寄附金税額控除額」という。)の控除を

受けようとするものを除く。以下この条

において「給与所得等以外の所得を有し

なかった者」という。)及び第24条第2項

に規定する者(施行規則第2条の2第1項の

表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)につ

いては、この限りでない。 

所得を有しなかった者で社会保険料控除

額(令第48条の9の7に規定するものを除

く。)、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所

得割の納税義務者(前年の合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。)の法

第314条の2第1項第10号の2に規定する自

己と生計を一にする配偶者(前年の合計

所得金額が95万円以下であるものに限る

。)で控除対象配偶者に該当しないもの

に係るものを除く。)、法第314条の2第4

項に規定する扶養控除額若しくは特定親

族特別控除額(特定親族(同条第1項第12

号に規定する特定親族をいう。第36条の

3の2第1項第3号並びに第36条の3の3第1

項及び第2項第4号において同じ。)(前年

の合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。)に係るものを除く。)の控除又

はこれらと併せて雑損控除額若しくは医

療費控除額の控除、法第313条第8項に規

定する純損失の金額の控除、同条第9項

に規定する純損失若しくは雑損失の金額

の控除若しくは第34条の7の規定により

控除すべき金額(以下この条において「

寄附金税額控除額」という。)の控除を

受けようとするものを除く。以下この条

において「給与所得等以外の所得を有し

なかった者」という。)及び第24条第2項

に規定する者(施行規則第2条の2第1項の

表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)につ

いては、この限りでない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

2～8 略 2～8 略 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書) 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書) 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規

定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者(以下この条におい

て「給与所得者」という。)で市内に住

第36条の3の2 略 
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所を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき同項に規定する給与等の

支払者(以下この条において「給与支払

者」という。)から毎年最初に給与の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならない

。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額

が1,000万円以下であるものに限る。)

の自己と生計を一にする配偶者(法第3

13条第3項に規定する青色事業専従者

に該当するもので同項に規定する給与

の支払を受けるもの及び同条第4項に

規定する事業専従者に該当するものを

除き、              

 合計所得金額が133万円以下である

ものに限る。次条第1項において同じ

。)の氏名 

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額

が1,000万円以下であるものに限る。)

の自己と生計を一にする配偶者(法第3

13条第3項に規定する青色事業専従者

に該当するもので同項に規定する給与

の支払を受けるもの及び同条第4項に

規定する事業専従者に該当するものを

除く。次条第1項第2号において同じ。

)(合計所得金額が133万円以下である

ものに限る            

。)の氏名 

(3)・(4) 略 (3)・(4) 略 

2～4 略 2～4 略 

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第48条の9の7の2において準

用する令第8条の2の2に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるとこ

ろにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法(電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則

で定めるものをいう。次条第4項及び第5

3条の9第3項において同じ。)により提供

することができる。 

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第48条の9の7の2において準

用する令第8条の2の2に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるとこ

ろにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法(電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則

で定めるものをいう。次条第5項及び第5

3条の9第3項において同じ。)により提供

することができる。 

6 略 6 略 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書) 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書) 

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の 第36条の3の3 次に掲げる者(以下この条に
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規定により同項に規定する申告書を提出

しなければならない者又は法の施行地に

おいて同項に規定する公的年金等(所得

税法第203条の7の規定の適用を受けるも

のを除く。以下この項において「公的年

金等」という。)の支払を受ける者であ

って、特定配偶者(所得割の納税義務者(

合計所得金額が900万円以下であるもの

に限る。)の自己と生計を一にする配偶

者(退職手当等(第53条の2に規定する退

職手当等に限る。以下この項において同

じ。)に係る所得を有する者であって、

合計所得金額が95万円以下であるものに

限る。)をいう。第2号において同じ。)

又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控

除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有する者に限る。)若しくは特

定親族(退職手当等に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が85万円以下

であるものに限る。)を有する者(以下こ

の条において「公的年金等受給者」とい

う。)で市内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第203条の6第1項に規定する公的年金

等の支払者(以下この条において「公的

年金等支払者」という。)から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

おいて「公的年金等受給者」という。)

は、公的年金等支払者(所得税法第203条

の6第1項に規定する申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する公的年金等(

以下この項において「公的年金等」とい

う。)の支払者をいう。以下この条にお

いて同じ。)から毎年最初に公的年金等

の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次項各号に掲

げる事項を記載した申告書を、当該公的

年金等支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

(1) 当該公的年金等支払者の名称 (1) 所得税法第203条の6第1項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者 

(2) 特定配偶者の氏名 (2) 法の施行地において公的年金等(所

得税法第203条の7の規定の適用を受け

るものを除く。)の支払を受ける第23

条第1項第1号に掲げる者であって、特

定配偶者(所得割の納税義務者(合計所

得金額が900万円以下であるものに限
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る。)の自己と生計を一にする配偶者(

合計所得金額が95万円以下であるもの

に限る。)をいう。次号及び次項第3号

において同じ。)(退職手当等(第53条

の2に規定する退職手当等に限る。以

下この号において同じ。)に係る所得

を有する者に限る。)又は扶養親族(年

齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族

であって退職手当等に係る所得を有す

る者に限る。)若しくは特定親族(退職

手当等に係る所得を有する者であって

、合計所得金額が85万円以下であるも

のに限る。)を有する者 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 法の施行地において公的年金等(所

得税法第203条の7の規定の適用を受け

るものに限る。)の支払を受ける第23

条第1項第1号に掲げる者(当該年中に

支払を受けるべき当該公的年金等の額

がその年最初に当該公的年金等の支払

を受けるべき日の前日の現況において

令第48条の9の7の3に定める金額に満

たない者を除く。)であって、障害者

、寡婦若しくはひとり親に該当する者

又は特定配偶者若しくは扶養親族(年

齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族

に限る。)若しくは特定親族(合計所得

金額が85万円以下であるものに限る。

)を有する者 

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行規

則で定める事項 

 2 前項の規定による申告書の記載事項は、

次に掲げる事項とする。 

 (1) 公的年金等支払者の名称 

 (2) 公的年金等受給者が、法第314条の

2第1項第6号に規定する特別障害者又

はその他の障害者に該当する場合には

その旨及びその該当する事実並びに寡

婦又はひとり親に該当する場合にはそ

の旨 

 (3) 特定配偶者の氏名 
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 (4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、施行

規則で定める事項 

2 前項 又は法第317条の3の3第1項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出

した前項 又は同条第1項の規定による申

告書に記載した事項と異動がないときは

、公的年金等受給者は、当該公的年金等

支払者が所得税法第203条の6第2項に規

定する国税庁長官の承認を受けている場

合に限り、施行規則で定めるところによ

り、前項 又は法第317条の3の3第1項の

規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した前項 又は同条

第1項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

3 第1項又は法第317条の3の3第1項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出

した第1項又は同条第1項の規定による申

告書に記載した事項と異動がないときは

、公的年金等受給者は、当該公的年金等

支払者が所得税法第203条の6第2項に規

定する国税庁長官の承認を受けている場

合に限り、施行規則で定めるところによ

り、第1項又は法第317条の3の3第1項の

規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した第1項又は同条

第1項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

3 略 4 略 

4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が令第48条の9の7の3におい

て準用する令第8条の2の2に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該

申告書に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。 

5 公的年金等受給者は、第1項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が令第48条の9の8  におい

て準用する令第8条の2の2に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該

申告書に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。 

5 前項の規定の適用がある場合における第

3項の規定の適用については、同項中「

申告書が」とあるのは「申告書に記載す

べき事項を」と、「公的年金等支払者に

受理されたとき」とあるのは「公的年金

等支払者が提供を受けたとき」と、「受

理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

6 前項の規定の適用がある場合における第

4項の規定の適用については、同項中「

申告書が」とあるのは「申告書に記載す

べき事項を」と、「公的年金等支払者に

受理されたとき」とあるのは「公的年金

等支払者が提供を受けたとき」と、「受

理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

(固定資産税の免税点) (固定資産税の免税点) 

第63条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋及び償却資産に対して課

第63条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋又は償却資産に対して課
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する固定資産税の課税標準となるべき額

が、土地    にあっては30万円、家

屋にあっては20万円、償却資産にあって

は150万円に満たない場合においては、

固定資産税を課さない。 

する固定資産税の課税標準となるべき額

が、土地又は家屋にあっては30万円  

         、償却資産にあって

は180万円に満たない場合においては、

固定資産税を課さない。 

(軽自動車税のみなす課税) (軽自動車税のみなす課税) 

第81条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、軽自動車税の賦課徴収に

ついては、買主を前条第1項に規定する

三輪以上の軽自動車の取得者(以下この

節において「三輪以上の軽自動車の取得

者」という。)又は軽自動車等の所有者

とみなして、軽自動車税を課する。 

第81条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該自動車等の所有権を留保してい

る場合には、買主を軽自動車等の所有者

とみなして、軽自動車税を課する。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を三輪

以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等

の所有者とみなして、軽自動車税を課す

る。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を  

             軽自動車等

の所有者とみなして、軽自動車税を課す

る。 

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(

以下この項において「販売業者等」とい

う。)が、その製造により取得した三輪

以上の軽自動車又はその販売のためその

他運行(道路運送車両法第2条第5項に規

定する運行をいう。次項において同じ。

)以外の目的に供するため取得した三輪

以上の軽自動車について、当該販売業者

等が、法第444条第3項に規定する車両番

号の指定を受けた場合(当該車両番号の

指定前に第1項の規定の適用を受ける売

買契約の締結が行われた場合を除く。)

には、当該販売業者等を三輪以上の軽自

動車の取得者とみなして、環境性能割を

課する。 

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取

得した者が、当該三輪以上の軽自動車を

法の施行地内に持ち込んで運行の用に供

した場合には、当該三輪以上の軽自動車

を運行の用に供する者を三輪以上の軽自
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動車の取得者とみなして、環境性能割を

課する。 

(環境性能割の課税標準) 

第81条の3 環境性能割の課税標準は、三輪

以上の軽自動車の取得のために通常要す

る価額として施行規則第15条の10に定め

るところにより算定した金額とする。 

(環境性能割の税率) 

第81条の4 次の各号に掲げる三輪以上の軽

自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5

項において準用する場合を含む。)の

規定の適用を受けるもの 100分の1 

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5

項において準用する場合を含む。)の

規定の適用を受けるもの 100分の2 

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受

けるもの 100分の3 

(環境性能割の徴収の方法) 

第81条の5 環境性能割の徴収については、

申告納付の方法によらなければならない

。 

(環境性能割の申告納付) 

第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法

第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽

自動車の区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、施行規則第33号の4様

式による申告書を市長に提出するととも

に、その申告に係る環境性能割額を納付

しなければならない。 

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能

割の納税義務者を除く。)は、法第454条

第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める時又は日までに、施行規則第

33号の4様式による報告書を市長に提出

しなければならない。 

(軽自動車税の賦課期日及び納期) (軽自動車税の賦課期日及び納期) 

第83条 種別割  の賦課期日は、4月1日

とする。 

第83条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日

とする。 
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2・3 略 2・3 略 

(種別割  の徴収の方法) (軽自動車税の徴収の方法) 

第85条 種別割  は、普通徴収の方法に

よって徴収する。 

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法に

よって徴収する。 

付 則 付 則 

(特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例) 

(特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例) 

第6条 平成30年度から令和9年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

4条の5第3項の規定に該当する場合にお

ける第34条の2の規定による控除につい

ては、その者の選択により、同条中「同

条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号

を除く。)」と、「まで」とあるのは「ま

で並びに法附則第4条の5第3項の規定に

より読み替えて適用される法第314条の2

第1項(第2号に係る部分に限る。)」とし

て、同条の規定を適用することができる

。 

第6条 平成30年度以後       の各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

4条の5第3項の規定に該当する場合にお

ける第34条の2の規定による控除につい

ては、その者の選択により、同条中「同

条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号

を除く。)」と、「まで」とあるのは「ま

で並びに法附則第4条の5第3項の規定に

より読み替えて適用される法第314条の2

第1項(第2号に係る部分に限る。)」とし

て、同条の規定を適用することができる

。 

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除) 

第7条の3 平成20年度から平成28年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

の規定の適用を受けた場合(同法第41条

第1項に規定する居住年(次条において「

居住年」という。)が平成11年から平成1

8年までの各年である場合に限る。)にお

いては、法附則第5条の4第6項に規定す

るところにより控除すべき額(第3項にお

いて「市民税の住宅借入金等特別税額控

除額」という。)を、当該納税義務者の

第34条の3及び第34条の6の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適

用については、第34条の8中「前2条」と

あるのは「前2条並びに付則第7条の3第1

項」と、第34条の9第1項中「前3条」と
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あるのは「前3条並びに付則第7条の3第1

項」とする。 

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税

義務者が、当該年度の初日の属する年の

3月15日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、同項の規定の適用を受けよう

とする旨及び市民税の住宅借入金等特別

税額控除額の控除に関する事項を記載し

た市民税の住宅借入金等特別税額控除申

告書(その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出さ

れたものを含む。)を、市長に提出した

場合(法附則第5条の4第9項の規定により

税務署長を経由して提出した場合を含む

。)に限り、適用する。 

 (個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除) 

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第41条又は第41条の2

の2の規定の適用を受けた場合(居住年が

平成11年から平成18年まで又は平成21年

から令和7年 までの各年である場合に限

る。)において、前条第1項の規定の適用

を受けないときは、法附則第5条の4の2

第5項(同条第7項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。)に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第34条の3及び第34条の6の規定

を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

第7条の3   平成22年度から令和25年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第41条又は第41条の2

の2の規定の適用を受けた場合(同法第41

条第1項に規定する居住年が  平成21年

から令和12年までの各年である場合に限

る。)には              

        、法附則第5条の4第5

項  (同条第7項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。)に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第34条の3及び第34条の6の規定

を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適

用については、第34条の8中「前2条」と

あるのは「前2条並びに付則第7条の3の2

第1項」と、第34条の9第1項中「前3条」

とあるのは「前3条並びに付則第7条の3

の2第1項」とする。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適

用については、第34条の8中「前2条」と

あるのは「前2条並びに付則第7条の3第1

項  」と、第34条の9第1項中「前3条」

とあるのは「前3条並びに付則第7条の3

第1項  」とする。 

(寄附金税額控除における特例控除額の (寄附金税額控除における特例控除額の
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特例) 特例) 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第31

4条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げ

る場合に該当する場合又は第34条の3第2

項に規定する課税総所得金額、課税退職

所得金額及び課税山林所得金額を有しな

い場合であって、当該納税義務者の前年

中の所得について、付則第16条の3第1項

、付則第16条の4第1項、付則第17条第1

項、付則第18条第1項、付則第19条第1項

、付則第19条の2第1項又は付則第20条第

1項           の規定の適用

を受けるときは、第34条の7第2項に規定

する特例控除額は、同項の規定にかかわ

らず、法附則第5条の5第2項(法附則第5

条の6第2項     の規定により読み

替えて適用される場合を含む。)に定め

るところにより計算した金額とする。 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第31

4条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げ

る場合に該当する場合又は第34条の3第2

項に規定する課税総所得金額、課税退職

所得金額及び課税山林所得金額を有しな

い場合であって、当該納税義務者の前年

中の所得について、付則第16条の3第1項

、付則第16条の4第1項、付則第17条第1

項、付則第18条第1項、付則第19条第1項

、付則第19条の2第1項、付則第19条の3

第1項又は付則第20条第1項の規定の適用

を受けるときは、第34条の7第2項に規定

する特例控除額は、同項の規定にかかわ

らず、法附則第5条の5第2項(法附則第5

条の6第3項又は第4項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。)に定め

るところにより計算した金額とする。 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例) 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例) 

第8条 昭和57年度から令和9年度 までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

6条第4項に規定する場合において、第36

条の2第1項の規定による申告書(その提

出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第36条の3第1項

の確定申告書を含む。次項において同じ

。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第25条第1項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき(これ

らの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。次項において同じ。)は

、当該事業所得に係る市民税の所得割の

額を免除する。 

第8条 昭和57年度から令和12年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

6条第4項に規定する場合において、第36

条の2第1項の規定による申告書(その提

出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第36条の3第1項

の確定申告書を含む。次項において同じ

。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第25条第1項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき(これ

らの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。次項において同じ。)は

、当該事業所得に係る市民税の所得割の

額を免除する。 

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第6条第5項に規定する場

合において、第36条の2第1項の規定によ

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第6条第5項に規定する場

合において、第36条の2第1項の規定によ
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る申告書に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第25条第2項第2号に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があると

きは、その者の前年の総所得金額に係る

市民税の所得割の額は、第33条から第34

条の3まで、第34条の6から第34条の8まで

、付則第7条第1項、付則第7条の3第1項、

付則第7条の3の2第1項及び付則第7条の4

の規定にかかわらず、法附則第6条第5項

各号に掲げる金額の合計額とすることが

できる。 

る申告書に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第25条第2項第2号に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があると

きは、その者の前年の総所得金額に係る

市民税の所得割の額は、第33条から第34

条の3まで、第34条の6から第34条の8まで

、付則第7条第1項、付則第7条の3第1項 

           及び付則第7条の4

の規定にかかわらず、法附則第6条第5項

各号に掲げる金額の合計額とすることが

できる。 

3 略 3 略 

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る

申告の特例等) 

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る

申告の特例等) 

第9条 略 第9条 略 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に特例控除対象寄附金を支出し

、かつ、当該納税義務者について前条第

3項の規定による申告特例通知書の送付

があった場合(法附則第7条第13項の規定

によりなかったものとみなされる場合を

除く。)には、法附則第7条の2第4項  

に規定するところにより控除すべき額を

、第34条の7第1項及び第2項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するも

のとする。 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に特例控除対象寄附金を支出し

、かつ、当該納税義務者について前条第

3項の規定による申告特例通知書の送付

があった場合(法附則第7条第13項の規定

によりなかったものとみなされる場合を

除く。)には、法附則第7条の2第4項(法

附則第7条の3第3項又は第4項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。)

に規定するところにより控除すべき額を

、第34条の7第1項及び第2項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するも

のとする。 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

第10条の2 略 第10条の2 略 

2～16 略 2～16 略 

 17 法附則第15条の11第1項の条例で定める

割合は、3分の1とする。 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告) 

第10条の3 略 第10条の3 略 

2～6 略 2～6 略 

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、 7 法附則第15条の8第4項の家屋について、
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同項の規定の適用を受けようとする者は

、当該年度の初日の属する年の1月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第12条第16項に規定する従前の

家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

同項の規定の適用を受けようとする者は

、当該年度の初日の属する年の1月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第12条第17項に規定する従前の

家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に

当該耐震改修に要した費用を証する書類

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12

条第19項に規定する基準を満たすことを

証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に

当該耐震改修に要した費用を証する書類

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12

条第20項に規定する基準を満たすことを

証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改

修専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第4項に

規定する居住安全改修工事が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第7条第9項各

号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

9 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 

(4) 令附則第12条第24項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 

(5) 略 (5) 略 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第12条第24項に規定する補

助金等、居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第12条第25項に規定する補

助金等、居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費 

(7) 略 (7) 略 

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改

10 略 
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修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第9項

に規定する熱損失防止改修工事等が完了

した日から3月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第7条

第10項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第32項に規定する

補助金等 

(6) 略 (6) 略 

11 略 11 略 

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項

に規定する特定熱損失防止改修等住宅専

有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、法附則第15条の9

第9項に規定する熱損失防止改修工事等

が完了した日から3月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第12項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

12 略 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第32項に規定する

補助金等 

(6) 略 (6) 略 

13・14 略 13・14 略 

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋

に係る耐震改修が完了した日から3月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第18項に規定する

補助に係る補助金確定通知書の写し、建

築物の耐震改修の促進に関する法律(平

成7年法律第123号)第7条又は附則第3条

第1項の規定による報告の写し及び当該

耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋

に係る耐震改修が完了した日から3月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第18項に規定する

補助に係る補助金確定通知書の写し、建

築物の耐震改修の促進に関する法律(平

成7年法律第123号)第7条又は附則第3条

第1項の規定による報告の写し及び当該

耐震改修後の家屋が令附則第12条第20項
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に規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

に規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

16 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から3

月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行規則(平成18

年国土交通省令第110号)第10条第2項に

規定する通知書の写し及び主として劇場

、音楽堂等の活性化に関する法律(平成2

4年法律第49号)第2条第2項に規定する実

演芸術の公演の用に供する施設である 

         を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

16 法附則第15条の11第1項の改修特別特定

建築物 について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から3

月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第7条の2第1項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写

し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律(平成18年法律第9

1号)第14条第1項に規定する建築物移動

等円滑化基準(同条第3項の条例で付加し

た事項を含む。)又は同法第17条第3項第

1号に規定する同法第2条第20号に規定す

る建築物特定施設の構造及び配置に関す

る基準に適合する旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令(

平成18年政令第379号)第5条各号に掲

げる特別特定建築物(高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第14条第3項の条例で定める同法第2

条第18号に規定する特定建築物を含む

。)のいずれに該当するかの別 

(4)～(6) 略 (4)～(6) 略 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の

特例) 

第15条の3 軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収は、当分の間、第1章第2節の規定に

かかわらず、県が、自動車税の環境性能

割の賦課徴収の例により、行うものとす

る。 

2 県知事は、当分の間、前項の規定により

行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関し、三輪以上の軽自動車が法第446

条第1項(同条第2項又は第3項において準
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用する場合を含む。)又は法第451条第1

項若しくは第2項(これらの規定を同条第

4項又は第5項において準用する場合を含

む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等(法附則第29

条の9第3項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。)に基

づき当該判断をするものとする。 

3 県知事は、当分の間、第1項の規定によ

り賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能

割につき、その納付すべき額について不

足額があることを付則第15条の4の規定

により読み替えられた第81条の6第1項の

納期限(納期限の延長があったときは、

その延長された納期限)後において知っ

た場合において、当該事実が生じた原因

が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段(当該申請を

した者に当該申請に必要な情報を直接又

は間接に提供した者の偽りその他不正の

手段を含む。)により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通

大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り

消したことによるものであるときは、当

該申請をした者又はその一般承継人を当

該不足額に係る三輪以上の軽自動車につ

いて法附則第29条の11の規定によりその

例によることとされた法第161条第1項に

規定する申告書を提出すべき当該三輪以

上の軽自動車の取得者とみなして、軽自

動車税の環境性能割に関する規定を適用

する。 

4 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は

、同項の不足額に、これに100分の35の

割合を乗じて計算した金額を加算した金

額とする。 

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の

特例) 
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第15条の4 第81条の6の規定による申告納

付については、当分の間、同条中「市長

」とあるのは、「県知事」とする。 

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取

扱費の交付) 

第15条の5 市は県が軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収に関する事務を行うために

要する費用を補償するため、法附則第29

条の16第1項に掲げる金額の合計額を、

徴収取扱費として県に交付する。 

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に

対する第81条の4の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする

。 

【別記 参照】  

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第

81条の4(第3号に係る部分に限る。)の規

定の適用については、当分の間、同号中

「100分の3」とあるのは、「100分の2」

とする。 

(軽自動車税の種別割の税率の特例) (軽自動車税    の税率の特例) 

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の法第444条第3項に規定する   

      車両番号の指定(次項から

第4項までにおいて「初回車両番号指定

」という。)を受けた月から起算して14

年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割に係る第82条の

規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の道路運送車両法第60条第1項後段

の規定による車両番号の指定(次項及び

第3項  において「初回車両番号指定

」という。)を受けた月から起算して14

年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税    に係る第82条の

規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

表略 表略 

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲

げる三輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲

げる三輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車
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が令和4年4月1日から令和8年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする

。 

が令和7年4月1日から令和10年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税 

   に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする

。 

表略 表略 

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受け

る三輪以上の法第446条第1項第3号に規

定するガソリン軽自動車(以下この項及

び次項において「ガソリン軽自動車」と

いう。)(営業用の乗用のものに限る。)

に対する第82条の規定の適用については

、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1

日から令和8年3月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、

同条第2号ア(二)中「3,900円」とあるの

は「2,000円」と、同号ア(三)(i)中「6,

900円」とあるのは「3,500円」とする。 

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受け

る三輪以上の同項        に規

定するガソリン軽自動車(以下この項 

   において「ガソリン軽自動車」と

いう。)(営業用の乗用のものに限る。)

に対する第82条の規定の適用については

、当該ガソリン軽自動車が令和7年4月1

日から令和8年3月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、令和8年

度分                

    の軽自動車税    に限り、

同条第2号ア(二)中「3,900円」とあるの

は「2,000円」と、同号ア(三)(i)中「6,

900円」とあるのは「3,500円」とする。 

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受け

る三輪以上のガソリン軽自動車(前項の

規定の適用を受けるものを除き、営業用

の乗用のものに限る。)に対する第82条

の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3

月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を

受けた日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り、同条第2号ア(二

)中「3,900円」とあるのは「3,000円」

と、同号ア(三)(i)中「6,900円」とある

のは「5,200円」とする。 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税    の賦課徴収の特例) 

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第2項から第4項までの規定の適用を

第16条の2 市長は、軽自動車税    の

賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第2項又は第3項  の規定の適用を
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受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大

臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規

定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。)に基づき当該判断を

するものとする。 

受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大

臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規

定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。)に基づき当該判断を

するものとする。 

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割

の額について不足額があることを第83条

第2項の納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限)後におい

て知った場合において、当該事実が生じ

た原因が、国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段(当該

申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。)により国土交通大

臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承継

人を賦課期日現在における当該不足額に

係る三輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税の種別割に関する規定

(第87条及び第88条の規定を除く。)を適

用する。 

2 市長は、納付すべき軽自動車税    

の額について不足額があることを第83条

第2項の納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限)後におい

て知った場合において、当該事実が生じ

た原因が、国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段(当該

申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。)により国土交通大

臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承継

人を賦課期日現在における当該不足額に

係る三輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税    に関する規定

(第87条及び第88条の規定を除く。)を適

用する。 

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同

項の不足額に、これに100分の35の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。 

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税    の額は、同

項の不足額に、これに100分の35の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例) 

第16条の3 略 第16条の3 略 

2 略 2 略 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項         
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1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第16条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、付則第7条第1項、付則第

7条の3第1項及び付則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第16条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第16条

の3第1項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第16条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、付則第7条第1項及び付則

第7条の3第1項          

 中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第16条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第16条

の3第1項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

市民税の課税の特例) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

市民税の課税の特例) 

第16条の4 略 第16条の4 略 

2 略 2 略 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第16条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、付則第7条第1項、付則第

7条の3第1項及び付則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第16条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第16条

の4第1項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項          

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第16条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、付則第7条第1項及び付則

第7条の3第1項          

 中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第16条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第16条

の4第1項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 
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4 略 4 略 

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

第17条 略 第17条 略 

2 略 2 略 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第17条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項、付則第7

条の3第1項及び付則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第17条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第17条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項         

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第17条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項及び付則第

7条の3第1項            

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第17条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第17条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税

の課税の特例) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税

の課税の特例) 

第17条の2 昭和63年度から令和8年度 まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等(

租税特別措置法第31条第1項に規定する

土地等をいう。以下この条において同じ

。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。

以下この条において同じ。)をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡(法附則第34条の2第1項に規定

する優良住宅地等のための譲渡をいう。

第17条の2 昭和63年度から令和11年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等(

租税特別措置法第31条第1項に規定する

土地等をいう。以下この条において同じ

。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。

以下この条において同じ。)をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡(法附則第34条の2第1項に規定

する優良住宅地等のための譲渡をいう。
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)に該当するときにおける前条第1項に規

定する譲渡所得(次条の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ

。)に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割の額は、前条第

1項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る金額に相当する額とする。 

)に該当するときにおける前条第1項に規

定する譲渡所得(次条の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ

。)に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割の額は、前条第

1項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る金額に相当する額とする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8 

年度 までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第1項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当

該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡(法附則第34条の2第5項に規定す

る確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。)に

該当するときにおける前条第1項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割につい

て準用する。この場合において、当該譲

渡が法附則第34条の2第10項の規定に該

当することとなるときは、当該譲渡は、

確定優良住宅地等予定地のための譲渡で

はなかったものとみなす。 

2 前項の規定は、昭和63年度から令和1 

1年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第1項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当

該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡(法附則第34条の2第6項に規定す

る確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。)に

該当するときにおける前条第1項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割につい

て準用する。この場合において、当該譲

渡が法附則第34条の2第12項の規定に該

当することとなるときは、当該譲渡は、

確定優良住宅地等予定地のための譲渡で

はなかったものとみなす。 

3 略 3 略 

 4 第1項(第2項において準用する場合を含

む。)の場合において、所得割の納税義

務者が、租税特別措置法第31条の2第2項

第13号から第15号までに掲げる土地等の

譲渡に該当するものをしたときにおける

その譲渡をした土地等がその譲渡をした

時において地すべり等防止法(昭和33年

法律第30号)第3条第1項の地すべり防止

区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律(昭和44年法律第57号)第3

条第1項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律(平成12年法律第5
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7号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

又は特定都市河川浸水被害対策法(平成1

5年法律第77号)第56条第1項の浸水被害

防止区域内にあるときは、当該土地等の

譲渡は、第1項又は第2項に規定する優良

住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

第18条 略 第18条 略 

2～4 略 2～4 略 

5 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

5 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第18条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項、付則第7

条の3第1項及び付則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第18条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第18条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項          

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第18条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項及び付則第

7条の3第1項            

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第18条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第18条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例) 

第19条 略 第19条 略 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3 (2) 第34条の6から第34条の8まで、第3
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4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第19条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項、付則第7

条の3第1項及び付則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第19条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第19条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項          

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第19条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項及び付則第

7条の3第1項            

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第19条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第19条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

第19条の2 略 第19条の2 略 

 (特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例) 

 第19条の3 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第38条の2第1

項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合には、当該事業所得、

譲渡所得及び雑所得については、第33条

第1項及び第2項並びに第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、前年

中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金

額及び雑所得の金額として令附則第18条

の6の4で定めるところにより計算した金

額(以下この項において「特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額」という。)に

対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得

等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額(次項第1号の規定により読み替

えて適用される第34条の2の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額)を

いう。)の100分の3に相当する金額に相

当する市民税の所得割を課する。 

 2 前項の規定の適用がある場合には、次に
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定めるところによる。 

 (1) 第34条の2の規定の適用については

、同条中「総所得金額」とあるのは、

「総所得金額、付則第19条の3第1項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

 (2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項の規定の適用につい

ては、第34条の6中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第19条

の3第1項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項前段、第34

条の8、第34条の9第1項、付則第7条第

1項及び付則第7条の3第1項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに

付則第19条の3第1項の規定による市民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第19条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額の合計額

」とする。 

 (3) 第35条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は付則第

19条の3第1項に規定する特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額」と、「若し

くは山林所得金額」とあるのは「、山

林所得金額若しくは付則第19条の3第1

項に規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

 (4) 付則第5条の規定の適用については

、同条第1項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに付則第19

条の3第1項に規定する特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額」と、同条第2

項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第19条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」とする

。 
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(先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例) 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例) 

第20条 略 第20条 略 

2 略 2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第20条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項、付則第7

条の3第1項及び付則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第20条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第20条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項          

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第20条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項及び付則第

7条の3第1項            

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第20条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第20条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

第20条の2 略 第20条の2 略 

2 略 2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の2第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに付則第7条第1項、第7条の

3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第20条の2第1項の規定による市

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項及

び付則第7条の3第1項       

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の2第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに付則第7条第1項及び付則

第7条の3第1項       中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第20条の2第1項の規定による市
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民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び付則第20条の2第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び付則第20条の2第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

3・4 略 3・4 略 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には

、次に定めるところによる。 

5 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の2第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項並びに付則第7条第1項、第

7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第20条の2第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第20条

の2第3項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項及

び付則第7条の3第1項       

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の2第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項並びに付則第7条第1項及び

付則第7条の3第1項       中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第20条の2第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第20条

の2第3項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

第20条の3 略 第20条の3 略 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の3第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項及

び付則第7条の3第1項       

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の3第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条
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の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに付則第7条第1項、第7条の

3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第20条の3第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び付則第20条の3第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに付則第7条第1項及び付則

第7条の3第1項       中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第20条の3第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び付則第20条の3第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

3・4 略 3・4 略 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には

、次に定めるところによる。 

5 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の3第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項並びに付則第7条第1項、第

7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第20条の3第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第20条

の3第3項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項及

び付則第7条の3第1項       

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の3第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項並びに付則第7条第1項及び

付則第7条の3第1項       中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第20条の3第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第20条

の3第3項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

6 略 6 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

第1号 100分の1 100分の0.5 

第2号 100分の2 100分の1 
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第3号 100分の3 100分の2 

(一宮市都市計画税条例の一部改正) 

第2条 一宮市都市計画税条例(平成17年一宮市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

第4条 略 第4条 略 

 (法附則第15条の11第1項の条例で定める

割合) 

 第4条の2 法附則第15条の11第1項の条例で

定める割合は3分の1とする。 

(改修実演芸術公演施設に対する都市計

画税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告) 

(改修特別特定建築物 に対する都市計

画税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告) 

第5条 法附則第15条の11第1項の改修実演

芸術公演施設について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、同項に規定す

る利便性等向上改修工事が完了した日か

ら3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行規則(平

成18年国土交通省令第110号)第10条第2

項に規定する通知書の写し及び主として

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(

平成24年法律第49号)第2条第2項に規定

する実演芸術の公演の用に供する施設で

ある                

        旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

第5条 法附則第15条の11第1項の改修特別

特定建築物 について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、同項に規定す

る利便性等向上改修工事が完了した日か

ら3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に地方税法施行規則(昭和29年

総理府令第23号)附則第7条の2第1項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写

し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律(平成18年法律第9

1号)第14条第1項に規定する建築物移動

等円滑化基準(同条第3項の条例で付加し

た事項を含む。)又は同法第17条第3項第

1号に規定する同法第2条第20号に規定す

る建築物特定施設の構造及び配置に関す

る基準に適合する旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令(

平成18年政令第379号)第5条第3号に規

定する劇場若しくは演芸場又は同条第

4号に規定する集会場若しくは公会堂

のいずれに該当するかの別 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令(

平成18年政令第379号)第5条各号に掲

げる特別特定建築物(高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第14条第3項の条例で定める同法第2

条第18号に規定する特定建築物を含む
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。)のいずれに該当するかの別 

(4)～(6) 略 (4)～(6) 略 

(宅地化農地に対して課する都市計画税

の納税義務の免除等) 

(宅地化農地に対して課する都市計画税

の納税義務の免除等) 

第15条・第16条 略 第15条・第16条 略 

第17条 法附則第15条第1項、第9項、第13

項から第17項まで、第19項、第20項、第

24項、第27項、第31項から第33項まで、

第36項、第37項、第41項若しくは第44項

、第15条の2第2項、第15条の3又は第63

条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第2条第2項中「又は第33項

」とあるのは、「若しくは第33項又は附

則第15条から第15条の3まで若しくは第6

3条」とする。 

第17条 法附則第15条第1項、第8項、第12

項から第16項まで、第18項、第19項、第

23項、第26項、第30項から第32項まで、

第35項、第36項、第40項若しくは第43項

、第15条の2第2項、第15条の3又は第63

条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第2条第2項中「又は第33項

」とあるのは、「若しくは第33項又は附

則第15条から第15条の3まで若しくは第6

3条」とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

(1) 第1条中第36条の2第1項ただし書、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正規定並び

に付則第6条の改正規定及び付則第7条の3の2第1項の改正規定(「令和20年度」を「令

和25年度」に改める部分及び「令和7年」を「令和12年」に改める部分に限る。)並び

に次条第1項及び第2項の規定 令和9年1月1日 

(2) 第1条中第63条の改正規定及び付則第3条第2項の規定 令和9年4月1日 

(3) 第1条中第34条の7第2項の改正規定並びに付則第7条の4の改正規定(「附則第5条の6

第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、付則第9条の2の

改正規定及び付則第17条の2の改正規定(同条第1項及び第2項中「令和8年度」を「令和

11年度」に改める部分を除く。)並びに次条第4項の規定 令和10年1月1日 

(4) 第1条中付則第7条の4の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第19条

の2の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第5項の規定 金融商品取引法及

び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第 号)の施行の日の属す

る年の翌々年の1月1日 

(市民税に関する経過措置) 

第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の一宮市市税条例(次項において「1号改正後

条例」という。)第36条の3の3第1項及び第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以

後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第1項の規定による申告書につい

て適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同号に掲げる規定に

よる改正前の一宮市税条例第36条の3の3第1項の規定による申告書については、なお従前
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の例による。 

2 1号改正後条例付則第7条の3第1項及び第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が

令和8年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。以下この項

において「所得税法等改正法」という。)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭

和32年法律第26号)第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第16項の規定により同条第1

項に規定する居住用家屋とみなされる同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。)若

しくは既存住宅(同条第17項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同

条第17項に規定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存

住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をし

た家屋(同条第17項の規定により同条第1項に規定する増改築等をした家屋とみなされる

同条第17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改

築等に係る部分に限る。)又は同条第6項に規定する認定住宅等(同条第18項の規定により

同条第6項に規定する認定住宅等とみなされる同条第18項に規定する特例認定住宅等を含

む。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、

市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第7条の規定による改正前の租

税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第20項の規定により同条第1項に規

定する居住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは

既存住宅(同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第35

項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係

る部分に限る。)又は同条第10項に規定する認定住宅等(同条第21項の規定により同条第1

0項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特例認定住宅等を含む。)

を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前

の例による。 

3 前条第4号に掲げる規定による改正後の一宮市市税条例(第5項において「4号改正後条例

」という。)付則第7条の4の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第5項

において「4号施行日」という。)の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、4号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

4 前条第3号に掲げる規定による改正後の一宮市市税条例付則第17条の2第4項の規定は、

市民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の日以後に行う同条第1項の土地

等の譲渡について適用する。 

5 4号改正後条例付則第19条の3の規定は、4号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分

の個人の市民税について適用する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第3条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の一宮市市税条例(次条第

1項において「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和8年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。

2 付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の一宮市市税条例第63条の規定は、令和9年

度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和8年度分までの固定資産税については、
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なお従前の例による。 

3 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(令和8

年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。付則第6条第2

項において「旧法」という。)附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が

行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税

について適用する。 

2 この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性

能割については、なお従前の例による。 

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

(都市計画税に関する経過措置) 

第5条 次項に定めるものを除き、第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規

定は、令和8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和7年度以前の年度分の

都市計画税については、なお従前の例による。 

2 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第15条の11第1項に規定する利

便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都

市計画税については、なお従前の例による。 

(一宮市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 

第6条 一宮市市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第22号)の一部を次のように

改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(軽動車税 に関する経過措置) (軽自動車税に関する経過措置) 

第3条・第4条 略 第3条・第4条 略 

第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路

運送車両法第60条第1項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の種別

割に係る一宮市市税条例第82条及び付則

第16条の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路

運送車両法第60条第1項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税   

 に係る一宮市市税条例第82条及び付則

第16条の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 
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議案第50号 

一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正につい

て 

一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

提案理由 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)の一部改正に伴

い、条文の整理を行うため、本案を提出する。 
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一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する

条例 

一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成26年一宮市条例

第14号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(法第34条第12号の規定により条例で定め

る開発行為) 

(法第34条第12号の規定により条例で定め

る開発行為) 

第2条 法第34条第12号の規定により条例で

定める開発行為のうち本市に係る地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化に関する法律(平成19年法律第

40号)第2条第1項の地域経済牽引事業の促

進を図るため市長が指定する業種に属す

る事業の用に供する工場、研究所又は倉庫

(流通業務の総合化及び効率化の促進に関

する法律(平成17年法律第85号)第5条第2

項に規定する認定総合効率化計画に記載

された同法第2条第3号に規定する特定流

通業務施設である倉庫(以下「認定倉庫」

という。)以外の倉庫にあっては、積載重

量5トン以上の大型自動車が8台以上配置

され、又は一日当たりの発着貨物が80トン

以上あるものに限る。)(以下「工場等」と

いう。)の建築のための開発行為は、次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当する

開発行為とする。 

第2条 法第34条第12号の規定により条例で

定める開発行為のうち本市に係る地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化に関する法律(平成19年法律第

40号)第2条第1項の地域経済牽引事業の促

進を図るため市長が指定する業種に属す

る事業の用に供する工場、研究所又は倉庫

(物資の流通の効率化に関する法律   

    (平成17年法律第85号)第7条第2

項に規定する認定総合効率化計画に記載

された同法第4条第3号に規定する特定流

通業務施設である倉庫(以下「認定倉庫」

という。)以外の倉庫にあっては、積載重

量5トン以上の大型自動車が8台以上配置

され、又は一日当たりの発着貨物が80トン

以上あるものに限る。)(以下「工場等」と

いう。)の建築のための開発行為は、次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当する

開発行為とする。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

2・3 略 2・3 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第51号 

一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

提案理由 

一宮市公共下水道事業計画の変更に伴い、下水道事業に係る排水人口の数値を引き上げ、

及び1日最大汚水処理量の数値を引き下げるため、本案を提出する。 
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一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第40号)の一

部を次のように改正する。 

現行 改正後 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

1 略 1 略 

2 下水道事業 2 下水道事業 

(1) 略 (1) 略 

(2) 排水人口 262,100人 (2) 排水人口 268,500人 

(3) 1日最大汚水処理量 169,600立方

メートル 

(3) 1日最大汚水処理量 148,000立方

メートル 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第52号 

小信ポンプ場の改築工事委託に関する協定の締結について 

次のとおり小信ポンプ場の改築工事委託に関する協定の締結をしたいので、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年一宮市条例第4号)第2条の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 委託に係る工事名称 小信ポンプ場の改築工事

2 委託に係る工事場所 一宮市西萩原地内 

3 委託に係る工事概要 小信ポンプ場改築工事一式 

4 協 定 の 方 法 随意契約 

5 協 定 金 額 829,000,000円 

6 協 定 の 相 手 方 東京都文京区湯島二丁目31番27号 

日本下水道事業団 
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議案第53号 

1号調整池築造工事の請負契約の締結について 

次のとおり1号調整池築造工事の請負契約の締結をしたいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年一宮市条例第4号)第2条の規定に基づき、

議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 工 事 名 称 1号調整池築造工事(週休2日)

2 工 事 場 所 外崎土地区画整理事業施行地区内他 

3 工 事 概 要 (1) 調整池本体工一式 

(2) 樋
ひ

門・樋
ひ

管本体工一式 

4 契 約 方 法 一般競争入札 

5 契 約 金 額 1,098,460,000円 

6 契約の相手方 一宮市木曽川町外割田字寺前82番地 

大興建設株式会社 
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議案第54号 

環境センターごみ焼却施設定期修繕工事の請負契約の締結について 

次のとおり環境センターごみ焼却施設定期修繕工事の請負契約の締結をしたいので、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年一宮市条例第4

号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 工 事 名 称 環境センターごみ焼却施設定期修繕工事

2 工 事 場 所 一宮市奥町字六丁山52番地 

3 工 事 概 要 ごみ焼却施設の分解、整備及び調整に伴う定期修繕工事 

(1) 受入供給設備工事一式 

(2) 燃焼設備工事一式 

(3) 燃焼ガス冷却設備工事一式 

(4) 排ガス処理設備工事一式 

(5) 給排水配管設備工事一式 

(6) 余熱利用発電設備工事一式 

(7) 通風設備工事一式 

(8) 灰出し設備工事一式 

(9) 電気計装設備工事一式 

(10) 雑設備工事一式 

4 契 約 方 法 一般競争入札 

5 契 約 金 額 399,300,000円 

6 契約の相手方 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 名古屋支店 
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議案第55号 

衛生処理施設基幹的設備改良工事の請負契約の締結について 

次のとおり衛生処理施設基幹的設備改良工事の請負契約の締結をしたいので、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年一宮市条例第4号)第2条

の規定に基づき、議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 工 事 名 称 衛生処理施設基幹的設備改良工事

2 工 事 場 所 一宮市奥町字六丁山8番地 

3 工 事 概 要 (1) 機械設備工事一式 

(2) 配管ダクト設備工事一式 

(3) 電気計装設備工事一式 

(4) 土木建築設備工事一式 

(5) 附帯工事一式 

4 契 約 方 法 一般競争入札 

5 契 約 金 額 4,056,800,000円 

6 契約の相手方 名古屋市昭和区阿由知通4丁目13番地 

株式会社クリタス 東海支店 
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議案第56号 

一宮市民会館特定天井等改修工事の請負契約の締結に係る議決内容の変更について 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年一宮市条例

第4号)第2条の規定に基づき、既に議決を得た、一宮市民会館特定天井等改修工事の請負契

約の締結について、契約金額に関し議決の内容を変更すべき部分が生じたので、同条の規

定に基づき、議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 工 事 名 称 一宮市民会館特定天井等改修工事(週休2日)

2 工 事 場 所 一宮市朝日2丁目5番1号 

3 工 事 概 要 市民会館改修工事 

(1) ホール天井改修工事一式 

(2) 座席更新工事一式 

4 契 約 方 法 一般競争入札 

5 契 約 金 額 

当 初 契 約(令和6年12月23日議決) 588,500,000円

第1回変更契約(令和7年4月16日専決) 597,438,600円

今回の変更契約 606,437,700円

6 契約の相手方 一宮市西島町5丁目8番地 

昭和土建株式会社 
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議案第57号 

外割田保育園建設工事の請負契約の締結に係る議決内容の変更について 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年一宮市条例

第4号)第2条の規定に基づき、既に議決を得た、外割田保育園建設工事の請負契約の締結に

ついて、契約金額に関し議決の内容を変更すべき部分が生じたので、同条の規定に基づき、

議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 工 事 名 称 外割田保育園建設工事(週休2日)

2 工 事 場 所 一宮市木曽川町外割田字摺鉢27番地 

3 工 事 概 要 (1) 園舎建設工事一式 

ア 構造 鉄筋コンクリート造 2階建 

イ 延べ床面積 1,778.42㎡ 

(2) 付属建物工事一式 

(3) 外構工事一式 

4 契 約 方 法 一般競争入札 

5 契 約 金 額 

当 初 契 約(令和7年12月24日議決) 757,680,000円

今回の変更契約 803,970,200円

6 契約の相手方 一宮市和光2丁目1番21号 日愛ビル 

日愛工業株式会社 
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議案第58号 

パーティション及び簡易ベッドの売買契約の締結について 

次のとおり一宮市指定避難所において使用するパーティション及び簡易ベッドの売買契

約の締結をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(昭和39年一宮市条例第4号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 物 品 名 避難所用パーティション及び簡易ベッド 

2 数    量 (1) パーティション 2,600張 

(2) 簡易ベッド 7,000台 

3 契 約 方 法 一般競争入札 

4 契 約 金 額 60,434,000円 

5 契約の相手方 一宮市新生1丁目2番8号 ニッセイ一宮ビル3階 

株式会社大塚商会 名古屋北営業所 
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議案第59号 

ごみ焼却施設定期修繕用部品の売買契約の締結について 

次のとおり環境センターにおいて使用するごみ焼却施設定期修繕用部品の売買契約の締

結をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39

年一宮市条例第4号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 物 品 名 ごみ焼却施設定期修繕用部品 

2 数    量 一式 

3 契 約 方 法 随意契約 

4 契 約 金 額 39,386,600円 

5 契約の相手方 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 名古屋支店 
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議案第60号 

市道路線の認定について 

市道の路線を次のとおり認定したいので、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規

定により、議会の議決を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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整　理 起　　　　　　　　　　　　点

番　号 終　　　　　　　　　　　　点

丹陽町九日市場字堂尻地内

丹陽町九日市場字堂尻地内

路線認定

路　　　線　　　名
主　要　な

経　過　地

1 市道J974号線

以　下　余　白
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1 路線認定整理番号

路 線 認 定 部 分

○ 路 線 認 定 起 点

△ 路 線 認 定 終 点

凡　　　　　　　　例
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丹陽南小学校

路線認定

案内図
S=1／10,000

N

1

県
道
井
之
口
江
南
線

県
道
浅
井
清
須

線
名
古
屋
高
速
16号

一
宮
線

国
道
22号

県
道
浅
井
清
須
線

青木
川

五条川

市道Ｊ974号線
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路線認定

位置図
S=1／2,500

〇

▽

N

開発区域

整理番号 路線名 延長(ｍ) 幅員(ｍ) 隅切部幅員(ｍ)

8.2（起点）1 市道J974号線 148.6 4.0

1
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承認第1号 

専決処分の承認について 

次のとおり専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に

基づき、議会の承認を求める。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市市税条例等の一部を改正する条例 

(令和8年3月31日専決) 
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令和8年3月31日 

一宮市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市条例第24号 

一宮市市税条例等の一部を改正する条例 

(一宮市市税条例の一部改正) 

第1条 一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(納税証明事項) (納税証明事項) 

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総

理府令第23号。以下「施行規則」という。)

第1条の9第2号に規定する事項は、道路運

送車両法(昭和26年法律第185号)第59条

第1項に規定する検査対象軽自動車又は

二輪の小型自動車について天災その他や

むを得ない事由により種別割  を滞納

している場合においてその旨とする。 

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総

理府令第23号。以下「施行規則」という。)

第1条の9第2号に規定する事項は、道路運

送車両法(昭和26年法律第185号)第59条

第1項に規定する検査対象軽自動車又は

二輪の小型自動車について天災その他や

むを得ない事由により軽自動車税を滞納

している場合においてその旨とする。 

(軽自動車税の納税義務者等) (軽自動車税の納税義務者等) 

第80条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動

車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取

得者に環境性能割によって、軽自動車等

に対し、当該軽自動車等の所有者に種別

割によって課する。 

第80条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、

その所有者に課する。 

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の

取得者には、法第443条第2項に規定する

者を含まないものとする。 

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項

の規定により種別割  を課することが

できない者である場合には、第1項の規定

にかかわらず、その使用者に     

       課する。ただし、公用又

は公共の用に供する軽自動車等について

は、これを課さない。 

2 軽自動車等の所有者が法第445条第1項

の規定により軽自動車税を課することが

できない者である場合には、前項 の規定

にかかわらず、当該軽自動車等の使用者

に軽自動車税を課する。ただし、公用又

は公共の用に供する軽自動車等について

は、この限りでない。 

(環境性能割に係る不申告等に関する過

料) 

第81条の7 環境性能割の納税義務者が前

- 63 -



条の規定により申告し、又は報告すべき

事項について正当な事由がなくて申告又

は報告をしなかった場合には、その者は、

10万円以下の過料に処する。 

2 前項の過料の額は、情状により、市長が

定める。 

3 第1項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、

その発付の日から10日以内とする。 

(環境性能割の減免) 

第81条の8 市長は、公益のため直接専用す

る三輪以上の軽自動車又は第90条第1項

各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のも

のに限る。)のうち必要と認めるものに対

しては、環境性能割を減免する。 

2 前項の規定による環境性能割の減免を

受けるための手続その他必要な事項につ

いては、規則で定める。 

(種別割  の税率) (軽自動車税の税率) 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割  の税率は、1台につ

いて、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する軽自動車税の税率は、1台につ

いて、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(種別割  の賦課期日及び納期) (軽自動車税の賦課期日及び納期) 

第83条 略 第83条 略 

2 種別割  の納期は、5月1日から同月31

日までとする。 

2 軽自動車税の納期は、5月1日から同月31

日までとする。 

3 略 3 略 

(種別割  に関する申告又は報告) (軽自動車税に関する申告又は報告) 

第87条 種別割  の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者(以下この

節において「軽自動車等の所有者等」と

いう。)は、軽自動車等の所有者等となっ

た日から15日以内に、軽自動車及び二輪

の小型自動車の所有者又は使用者にあっ

ては施行規則第33号の4の2様式による申

告書、原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規

則第33号の5様式による申告書並びにそ

第87条 軽自動車税の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者(以下この

節において「軽自動車等の所有者等」と

いう。)は、軽自動車等の所有者等となっ

た日から15日以内に、軽自動車及び二輪

の小型自動車の所有者又は使用者にあっ

ては施行規則第33号の4様式  による申

告書、原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規

則第33号の5様式による申告書並びにそ
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の者の住所を証明すべき書類を市長に提

出しなければならない。 

の者の住所を証明すべき書類を市長に提

出しなければならない。 

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車

及び二輪の小型自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第33号の4の2様式

による申告書並びに原動機付自転車及び

小型特殊自動車の所有者又は使用者にあ

っては施行規則第33号の5様式による申

告書を市長に提出しなければならない。

ただし、次項の規定により申告書を提出

すべき場合については、この限りでない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車

及び二輪の小型自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第33号の4様式  

による申告書並びに原動機付自転車及び

小型特殊自動車の所有者又は使用者にあ

っては施行規則第33号の5様式による申

告書を市長に提出しなければならない。

ただし、次項の規定により申告書を提出

すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった

日から30日以内に、軽自動車及び二輪の

小型自動車の所有者又は使用者にあって

は施行規則第33号の4の2様式による申告

書並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第34号様式による申告書を市長に提

出しなければならない。 

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった

日から30日以内に、軽自動車及び二輪の

小型自動車の所有者又は使用者にあって

は施行規則第33号の4様式  による申告

書並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第34号様式による申告書を市長に提

出しなければならない。 

4 略 4 略 

(種別割  に係る不申告等に関する過

料) 

(軽自動車税に係る不申告等に関する過

料) 

第88条 略 第88条 略 

(種別割  の減免) (軽自動車税の減免) 

第89条 市長は、次に掲げる軽自動車等の

うち市長において必要があると認めるも

のに対して課する種別割  は、これを

減免する。 

第89条 市長は、次に掲げる軽自動車等の

うち市長において必要があると認めるも

のに対して課する軽自動車税は、これを

減免する。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

2 前項の規定によって種別割  の減免

を受けようとする者は、納期限までに、

種別割  の減免申請書に減免を必要と

する事由を証明する書類を添付し、これ

を市長に提出しなければならない。 

2 前項の規定によって軽自動車税の減免

を受けようとする者は、納期限までに、

軽自動車税の減免申請書に減免を必要と

する事由を証明する書類を添付し、これ

を市長に提出しなければならない。 

3 第1項の規定によって種別割  の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合

3 第1項の規定によって軽自動車税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合
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においては、直ちにその旨を市長に申告

しなければならない。 

においては、直ちにその旨を市長に申告

しなければならない。 

4 市長は、第1項によるもののほか、その

他特別な事情がある場合は、種別割  

を減免することができる。 

4 市長は、第1項によるもののほか、その

他特別な事情がある場合は、軽自動車税

を減免することができる。 

(身体障害者等に対する種別割  の減

免) 

(身体障害者等に対する軽自動車税の減

免) 

第90条 市長は、次の各号のいずれかに該

当する軽自動車等のうち必要と認めるも

のに対しては、種別割  を減免する。 

第90条 市長は、次の各号のいずれかに該

当する軽自動車等のうち必要と認めるも

のに対しては、軽自動車税を減免する。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

2 前項第1号の規定によって種別割  の

減免を受けようとする者は、納期限まで

に、市長に対して、身体障害者福祉法(昭

和24年法律第283号)第15条の規定により

交付された身体障害者手帳(戦傷病者特

別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の

規定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受けて

いないものにあっては、戦傷病者手帳と

する。以下この項において「身体障害者

手帳」という。)、厚生労働大臣の定める

ところにより交付された療育手帳(以下

この項において「療育手帳」という。)又

は精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律(昭和25年法律第123号)第45条の規

定により交付された精神障害者保健福祉

手帳(以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭

和35年法律第105号)第92条の規定により

交付された身体障害者若しくは身体障害

者等と生計を一にする者若しくは身体障

害者等(身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。)を常時介護する者の運

転免許証(以下この項において「運転免許

証」という。)又はこれらの者の特定免許

情報(同法第95条の2第2項に規定する特

定免許情報をいう。次項において同じ。)

が記録された免許情報記録個人番号カー

ド(同法第95条の2第4項に規定する免許

2 前項第1号の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限まで

に、市長に対して、身体障害者福祉法(昭

和24年法律第283号)第15条の規定により

交付された身体障害者手帳(戦傷病者特

別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の

規定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受けて

いないものにあっては、戦傷病者手帳と

する。以下この項において「身体障害者

手帳」という。)、厚生労働大臣の定める

ところにより交付された療育手帳(以下

この項において「療育手帳」という。)又

は精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律(昭和25年法律第123号)第45条の規

定により交付された精神障害者保健福祉

手帳(以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭

和35年法律第105号)第92条の規定により

交付された身体障害者若しくは身体障害

者等と生計を一にする者若しくは身体障

害者等(身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。)を常時介護する者の運

転免許証(以下この項において「運転免許

証」という。)又はこれらの者の特定免許

情報(同法第95条の2第2項に規定する特

定免許情報をいう。次項において同じ。)

が記録された免許情報記録個人番号カー

ド(同法第95条の2第4項に規定する免許
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情報記録個人番号カードをいう。次項に

おいて同じ。)を提示するとともに、次に

掲げる事項を記載した申請書に減免を必

要とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

情報記録個人番号カードをいう。次項に

おいて同じ。)を提示するとともに、次に

掲げる事項を記載した申請書に減免を必

要とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

3 略 3 略 

4 第1項第2号の規定によって種別割  

の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、市長に対して、当該軽自動車等の

提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代

わると認める書類の提出がある場合に

は、当該書類の提出)をするとともに、種

別割  の減免申請書を提出しなければ

ならない。 

4 第1項第2号の規定によって軽自動車税

の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、市長に対して、当該軽自動車等の

提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代

わると認める書類の提出がある場合に

は、当該書類の提出)をするとともに、軽

自動車税の減免申請書を提出しなければ

ならない。 

5 前条第3項の規定は、第1項の規定によっ

て種別割  の減免を受けている者につ

いて準用する。 

5 前条第3項の規定は、第1項の規定によっ

て軽自動車税の減免を受けている者につ

いて準用する。 

(原動機付自転車等の標識の交付等) (原動機付自転車等の標識の交付等) 

第91条 略 第91条 略 

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80

条第3項ただし書の規定によって種別割

  を課することのできない原動機付自

転車等の所有者又は使用者は、その主た

る定置場が、市内に所在することとなっ

たときは、その事由が発生した日から15

日以内に、市長に対し、標識交付申請書

を提出し、かつ、当該原動機付自転車等

の提示をして、その車体に取り付けるべ

き標識の交付を受けなければならない。

種別割  を課されるべき原動機付自転

車等が法第445条若しくは第81条の2又は

第80条第3項ただし書の規定によって種

別割  を課されないこととなったとき

における当該原動機付自転車等の所有者

又は使用者についても、同様とする。 

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80

条第2項ただし書の規定によって軽自動

車税を課することのできない原動機付自

転車等の所有者又は使用者は、その主た

る定置場が、市内に所在することとなっ

たときは、その事由が発生した日から15

日以内に、市長に対し、標識交付申請書

を提出し、かつ、当該原動機付自転車等

の提示をして、その車体に取り付けるべ

き標識の交付を受けなければならない。

軽自動車税を課されるべき原動機付自転

車等が法第445条若しくは第81条の2又は

第80条第2項ただし書の規定によって軽

自動車税を課されないこととなったとき

における当該原動機付自転車等の所有者

又は使用者についても、同様とする。 

3～6 略 3～6 略 

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付自転車等の

主たる定置場が市内に所在しないことと

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付自転車等の

主たる定置場が市内に所在しないことと
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なったとき、当該原動機付自転車等を所

有し、若しくは使用しないこととなった

とき又は当該原動機付自転車等に対して

種別割  が課されることとなったとき

は、その事由が発生した日から15日以内

に、市長に対し、その標識及び証明書を

返納しなければならない。 

なったとき、当該原動機付自転車等を所

有し、若しくは使用しないこととなった

とき又は当該原動機付自転車等に対して

軽自動車税が課されることとなったとき

は、その事由が発生した日から15日以内

に、市長に対し、その標識及び証明書を

返納しなければならない。 

8・9 略 8・9 略 

付 則 付 則 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

第10条の2 略 第10条の2 略 

2 略 2 略 

3 法附則第15条第25項第1号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、3分の2とする。 

3 法附則第15条第24項第1号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、2分の1とする。 

4 法附則第15条第25項第1号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、3分の2とする。 

4 法附則第15条第24項第1号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、2分の1とする。 

5 法附則第15条第25項第1号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、3分の2とする。 

5 法附則第15条第24項第1号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、2分の1とする。 

6 法附則第15条第25項第1号ニに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、3分の2とする。 

6 法附則第15条第24項第1号ニに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、2分の1とする。 

7 法附則第15条第25項第2号に規定する設

備について同号に規定する条例で定める

割合は、7分の6とする。 

8 法附則第15条第25項第3号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、4分の3とする。 

7 法附則第15条第24項第3号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、3分の2とする。 

9 法附則第15条第25項第3号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、4分の3とする。 

8 法附則第15条第24項第3号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、3分の2とする。 

10 法附則第15条第25項第3号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定

める割合は、4分の3とする。 

9  法附則第15条第24項第4号 に規定す

る設備について同号に規定する条例で定

める割合は、4分の3とする。 

11 法附則第15条第25項第4号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で定

める割合は、2分の1とする。 
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12 法附則第15条第25項第4号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で定

める割合は、2分の1とする。 

13 法附則第15条第25項第4号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定

める割合は、2分の1とする。 

14 法附則第15条第32項の条例で定める割

合は、3分の2とする。 

10 法附則第15条第31項の条例で定める割

合は、3分の2とする。 

15 法附則第15条第36項の条例で定める割

合は、3分の2とする。 

11 法附則第15条第35項の条例で定める割

合は、3分の2とする。 

16 法附則第15条第37項の条例で定める割

合は、2分の1とする。 

12 法附則第15条第36項の条例で定める割

合は、2分の1とする。 

17 法附則第15条第40項の条例で定める割

合は、3分の1とする。 

13 法附則第15条第39項の条例で定める割

合は、3分の1とする。 

18 法附則第15条第41項の条例で定める割

合は、4分の3とする。 

14 法附則第15条第40項の条例で定める割

合は、4分の3とする。 

19・20 略 15・16 略 

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例) 

第15条の3の2 市長は、当分の間、第81条

の8の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する三輪以上の軽自動車のう

ち必要と認めるものに対しては、軽自動

車税の環境性能割を減免する。 

(1) 天災その他特別の事情により滅失

又は損壊した三輪以上の軽自動車に代

わるものと認められる三輪以上の軽自

動車の取得 

(2) 取得した三輪以上の軽自動車が、そ

の取得の直後に天災その他特別の事情

により滅失又は損壊した場合における

当該三輪以上の軽自動車の取得 

(3) 身体障害者又は精神障害者等で規

則で定めるものが、自ら運転する三輪

以上の軽自動車を取得した場合におけ

る当該三輪以上の軽自動車の取得 

(4) 身体障害者のうち特に著しい障害

を有する者で規則で定めるもの(以下

「重度身体障害者」という。)又は精神

障害者等が、当該重度身体障害者又は

精神障害者等のために当該重度身体障
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害者又は精神障害者等と生計を一にす

る者が運転する三輪以上の軽自動車を

取得した場合(重度身体障害者で年齢1

8歳未満のもの又は精神障害者等と生

計を一にする者が当該三輪以上の軽自

動車を取得した場合を含む。)における

当該三輪以上の軽自動車の取得 

(5) 身体障害者又は精神障害者等のみ

で構成される世帯の重度身体障害者又

は精神障害者等が、当該重度身体障害

者又は精神障害者等のために当該重度

身体障害者又は精神障害者等を常時介

護する者(当該重度身体障害者又は精

神障害者等と生計を一にする者を除

く。)が運転する三輪以上の軽自動車を

取得した場合における当該三輪以上の

軽自動車の取得 

(6) 構造上身体障害者の利用に供する

ためのものと認められる三輪以上の軽

自動車の取得 

(7) 専ら身体障害者が運転するための

構造変更がなされた三輪以上の軽自動

車の取得 

2 市長は、医療法(昭和23年法律第205号)

第31条に規定する公的医療機関の開設者

が救急用の三輪以上の軽自動車又はへき

地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自

動車を取得した場合における当該三輪以

上の軽自動車の取得に対しては、環境性

能割を減免することができる。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市都市計画税条例の一部改正) 

第2条 一宮市都市計画税条例(平成17年一宮市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(法附則第15条第32項の条例で定める割

合) 

(法附則第15条第31項の条例で定める割

合) 

第2条 法附則第15条第32項の条例で定め

る割合は、3分の2とする。 

第2条 法附則第15条第31項の条例で定め

る割合は、3分の2とする。 
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(法附則第15条第36項の条例で定める割

合) 

(法附則第15条第35項の条例で定める割

合) 

第3条 法附則第15条第36項の条例で定める

割合は、3分の2とする。 

第3条 法附則第15条第35項の条例で定める

割合は、3分の2とする。 

(法附則第15条第37項の条例で定める割

合) 

(法附則第15条第36項の条例で定める割

合) 

第3条の2 法附則第15条第37項の条例で定

める割合は、2分の1とする。 

第3条の2 法附則第15条第36項の条例で定

める割合は、2分の1とする。 

(法附則第15条第41項の条例で定める割

合) 

(法附則第15条第40項の条例で定める割

合) 

第4条 法附則第15条第41項の条例で定める

割合は、4分の3とする。 

第4条 法附則第15条第40項の条例で定める

割合は、4分の3とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市国民健康保険税条例の一部改正) 

第3条 一宮市国民健康保険税条例(昭和60年一宮市条例第12号)の一部を次のように改正

する。 

現行 改正後 

(課税額) (課税額) 

第2条 略 第2条 略 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条

第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が660,000円を超える場

合においては、基礎課税額は、660,000円

とする。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条

第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が670,000円を超える場

合においては、基礎課税額は、670,000円

とする。 

3～5 略 3～5 略 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減

額して得た額(当該減額して得た額が660,

000円を超える場合には、660,000円)、同

条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額

からウ及びエに掲げる額を減額して得た

額(当該減額して得た額が260,000円を超

える場合には、260,000円)、同条第4項本

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減

額して得た額(当該減額して得た額が670,

000円を超える場合には、670,000円)、同

条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額

からウ及びエに掲げる額を減額して得た

額(当該減額して得た額が260,000円を超

える場合には、260,000円)、同条第4項本
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文の介護納付金課税額からオ及びカに掲

げる額を減額して得た額(当該減額して得

た額が170,000円を超える場合には、170,

000円)並びに同条第5項本文の子ども・子

育て支援納付金課税額からキからケまで

に掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が30,000円を超える場合には、3

0,000円)の合算額とする。 

文の介護納付金課税額からオ及びカに掲

げる額を減額して得た額(当該減額して得

た額が170,000円を超える場合には、170,

000円)並びに同条第5項本文の子ども・子

育て支援納付金課税額からキからケまで

に掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が30,000円を超える場合には、3

0,000円)の合算額とする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

30,000円(納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が2以上の場合にあっては、430,00

0円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に100,000円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき305,000円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義

務者(前号に該当する者を除く。) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

30,000円(納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が2以上の場合にあっては、430,00

0円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に100,000円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき310,000円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義

務者(前号に該当する者を除く。) 

ア～ケ 略 ア～ケ 略 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

30,000円(納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が2以上の場合にあっては、430,00

0円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に100,000円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき560,000円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義

務者(前2号に該当する者を除く。) 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

30,000円(納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が2以上の場合にあっては、430,00

0円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に100,000円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特定同一

世帯所属者1人につき570,000円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義

務者(前2号に該当する者を除く。) 

ア～カ 略 ア～ケ 略 

2～4 略 2～4 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

(施行期日) 
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第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の一宮市市税条例(以下

「新市税条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和8年度以後の年度分

の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。 

2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改

正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第

226号)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

第3条 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動

車税について適用する。 

2 この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

(都市計画税に関する経過措置) 

第4条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和8年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、令和7年度分までの都市計画税については、なお従前の

例による。

(国民健康保険税に関する経過措置) 

第5条 第3条の規定による改正後の一宮市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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報告第6号 

専決処分の報告について 

市長の専決処分事項の指定について(昭和62年3月23日議決)第2項第1号の規定により、次

のとおり専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第2項の規定に基づ

き報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

- 74 -



市長の専決処分事項の指定について (昭和 62 年 3 月 23 日議決 ) 

第 2 項 第 1 号 関係 (和解及び損害 賠償の額の決定 ) 

専決 処分  

年 月 日  
発 生 年 月 日  原   因

市 が 負 担 す べ き も の  
所   属

うち損害賠償額 

令 和  

 8.  3. 3  

令 和  

 7. 11.27  
交 通 事 故  73,511円 31, 601円 資 産 税 課  

令 和  

 8.  3.26  

令 和  

 7. 12.24  
交 通 事 故  32 0,000円 320, 000円 健 康 支 援 課  

-
 
7
5
 
-



報告第7号 

専決処分の報告について 

市長の専決処分事項の指定について(昭和62年3月23日議決)第6項の規定に基づき、次の

とおり工事の請負契約に係る契約金額を増額変更したので、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第180条第2項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 契約金額の増額変更に係る専決処分の日 

令和8年3月12日 

2 契約金額の増額変更に係る専決処分の内容 

(1) 契約名称 

準用河川千間堀川橋梁改良工事(週休2日)の請負契約 

(2) 契約金額 

当 初 契 約(令和7年6月26日議決) 167,970,000円

今回の変更契約(令和8年3月12日専決) 173,490,900円

当初契約と今回の変更契約との差 5,520,900円

(3) 契約金額の増額変更に係る理由 

護岸ブロックの復旧にあたり、現場発生材の再利用を計画していたが、当該現場

発生材の損傷又は劣化により再利用が困難であることが判明し、品質確保及び構造の

安定を図るべく購入材で施工する等のため 
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報告第8号 

専決処分の報告について 

市長の専決処分事項の指定について(昭和62年3月23日議決)第6項の規定に基づき、次の

とおり工事の請負契約に係る契約金額を増額変更したので、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第180条第2項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 契約金額の増額変更に係る専決処分の日 

令和8年5月8日 

2 契約金額の増額変更に係る専決処分の内容 

(1) 契約名称 

外割田保育園仮設園舎設置工事(週休2日)の請負契約 

(2) 契約金額 

当 初 契 約(令和7年6月26日議決) 179,520,000円

第1回変更契約(令和7年12月3日専決) 184,460,100円

今回の変更契約(令和8年5月8日専決) 185,418,200円

当初契約と今回の変更契約との差 5,898,200円

(3) 契約金額の増額変更に係る理由 

令和8年3月に労務単価が改正され、及び建設資材の価格変動に伴い資材単価が改

定されたことにより、一宮市公共工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条

項)の規定に基づき請負代金額の増額に係る請求があったため 
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報告第9号 

専決処分の報告について 

市長の専決処分事項の指定について(昭和62年3月23日議決)第6項の規定に基づき、次の

とおり工事の請負契約に係る契約金額を増額変更したので、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第180条第2項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 契約金額の増額変更に係る専決処分の日 

令和8年3月24日 

2 契約金額の増額変更に係る専決処分の内容 

(1) 契約名称 

旧中央看護専門学校・旧スケート場解体工事(週休2日)の請負契約 

(2) 契約金額 

当 初 契 約(令和7年6月26日議決) 229,790,000円

今回の変更契約(令和8年3月24日専決) 244,725,800円

当初契約と今回の変更契約との差 14,935,800円

(3) 契約金額の増額変更に係る理由 

解体工法を圧砕工法からワイヤソーイング工法に変更したため 
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報告第10号 

専決処分の報告について 

市長の専決処分事項の指定について(昭和62年3月23日議決)第6項の規定に基づき、次の

とおり工事の請負契約に係る契約金額を増額変更したので、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第180条第2項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

1 契約金額の増額変更に係る専決処分の日 

令和8年4月9日 

2 契約金額の増額変更に係る専決処分の内容 

(1) 契約名称 

一宮市民会館外壁等改修工事(週休2日)の請負契約 

(2) 契約金額 

当 初 契 約(令和7年6月26日議決) 192,280,000円

今回の変更契約(令和8年4月9日専決) 195,192,800円

当初契約と今回の変更契約との差 2,912,800円

(3) 契約金額の増額変更に係る理由 

令和8年3月に労務単価が改正され、及び建設資材の価格変動に伴い資材単価が改

定されたことにより、一宮市公共工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条

項)の規定に基づき請負代金額の増額に係る請求があったため 
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報告第11号 

令和7年度愛知県一宮市一般会計継続費逓次繰越額の報告について 

令和7年度愛知県一宮市一般会計継続費逓次繰越額については、別紙のとおりであるの

で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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国 県
支 出 金

市 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

（ 三ツ井公園 ）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

5,576,840,000 2,239,790,000 400,000,000 2,639,790,000 1,476,124,800 1,163,665,200 1,163,665,200 133,555,200 504,810,000 525,300,000 0

0

区画整理事業化
促 進 事 業

229,300,000 86,780,000 0 86,780,000 0 86,780,000 86,780,000 69,470,000

50,020,000 60,000,000

0

３ 水 路 費

４
都 市
計 画 費

１
教 育
総 務 費

ツインアーチ１３８
外 壁 塗 装 事 業

975,200

0

1,134,000,000 400,000,000 1,534,000,000 870,352,000

一 宮 市 民 会 館
特 定 天 井 等
改 修 事 業

1,270,000,000 548,310,000

３ 民 生 費 ３
児 童
福 祉 費

外 割 田 保 育 園
新 園 舎
建 設 事 業

1,468,200,000 135,900,000 0 135,900,000

２ 総 務 費 １
総 務
管 理 費

旧 中 央 看 護
専 門 学 校 ・
旧 ス ケ ー ト 場
解 体 事 業

246,000,000 182,000,000 0 182,000,000

令和7年度　　　　愛知県一宮市一般会計継続費繰越計算書

款 項 事 業 名 継続費の総額

令和7年度継続費予算現額

支 出 済 額
及 び
支出見込額

残 額
翌 年 度
逓 次
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

予算計上額
前 年 度
逓 次
繰 越 額

計 繰 越 金

特 定 財 源

0172,700,000

0 182,000,000 182,000,000 18,200,000 0 163,800,000 0

130,824,800 5,075,200 5,075,200 0 4,100,000 0

0

各 校 空 調 設 備
設 置 事 業

76,000,000 22,800,000 0 22,800,000 9,860,000 12,940,000 12,940,000 40,000

415,068,000 133,242,000 133,242,000 21,442,0000 548,310,000

計

0 111,800,000

12,900,000 0

８ 土 木 費

10 教 育 費

17,310,000

663,648,000 663,648,000 3,448,000 487,500,000

0

都 市
開 発 費

５

３
中 学 校
費

79,980,000 79,980,000307,340,000 130,000,000 0 130,000,000 19,980,000 0

流 域 貯 留 施 設
築 造 事 業 1,980,000,000-

 
8
1
 
-



報告第12号 

令和7年度愛知県一宮市一般会計繰越明許費繰越額の報告について 

令和7年度愛知県一宮市一般会計繰越明許費繰越額については、別紙のとおりであるの

で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

- 82 -



2 総 務 費 1 総 務
管 理 費

消耗品費 100,000 100,000 0

手数料 29,414,000 29,414,000

食料品物価高騰支援金給付事務委託
料

228,075,000 228,075,000 (国) 1,915,174,000

食料品物価高騰支援金公金受取口座
照会委託料

2,970,000 2,970,000

食料品物価高騰支援金コンビニＡＴＭ
支払委託料

804,615,000 804,615,000

食料品物価高騰支援金 850,000,000 850,000,000

2 総 務 費 3 戸籍住民
登 録 費

戸籍事務事業

総合行政システム（基盤住基系）戸籍
管理システム改修委託料

20,108,000 20,108,000 0 12,532,000

(国) 7,576,000

2 総 務 費 3 戸籍住民
登 録 費

住民基本台帳事務事業

総合行政システム（基盤住基系）住民
記録システム改修委託料

15,628,000 15,628,000 0 849,000

(国) 14,779,000

令和7年度　　　　愛知県一宮市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金　　額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

食料品物価高騰支援金給付事業

0 物価高騰対応重点
支援地方創生臨時
交付金

社会保障・税番号制
度システム整備費補
助金

社会保障・税番号制
度システム整備費補
助金

-
 
8
3
 
-



款 項 事 業 名 金　　額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

3 民 生 費 3 児 童
福 祉 費

物価高対応子育て応援手当支給事業

時間外勤務手当 235,000 0 0 0

印刷製本費 6,000 6,000

通信運搬費 120,000 120,000 (国) 10,000,000

手数料 78,000 78,000

物価高対応子育て応援手当費 10,000,000 10,000,000

(国) 204,000

8 土 木 費 2 道 路
橋 梁 費

日光川2号放水路関連公共補償事業

道路用地購入費 959,000 958,575 公共補償金 0 0

958,575

8 土 木 費 2 道 路
橋 梁 費

幹線舗装改良事業

幹線舗装改良工事請負費 71,000,000 71,000,000 0 防災・安全交付金 130,000

(国) 34,270,000

道路整備事業
(道路橋梁債)
(市債) 36,600,000

物価高対応子育て応
援手当支給事務費補
助金

物価高対応子育て応
援手当支給事業費補
助金

-
 
8
4
 
-



款 項 事 業 名 金　　額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

8 土 木 費 2 道 路
橋 梁 費

橋梁保全事業

橋梁保全工事請負費 23,900,000 23,900,000 0 防災・安全交付金 95,000

(国) 6,450,000

道路メンテナンス事業
補助金

(国) 3,355,000

道路整備事業
(道路橋梁債)
(市債) 14,000,000

8 土 木 費 3 水 路 費 土地改良事業補助事業（西成土地改良区）

土地改良事業補助金 5,000,000 4,963,430 0 0 4,963,430

8 土 木 費 3 水 路 費 洪水ハザードマップ修正事業

印刷製本費 3,909,000 3,909,000 0 防災・安全交付金 2,409,000

(国) 1,500,000

-
 
8
5
 
-



款 項 事 業 名 金　　額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

8 土 木 費 3 水 路 費 流域貯留施設築造事業

測量・設計業務委託料 14,980,000 14,980,000 0 特定都市河川流域貯
留施設補助金

5,980,000

(国) 6,000,000

(県) 3,000,000

8 土 木 費 4 都 市
計 画 費

緊急輸送道路無電柱化事業

公共街路整備工事請負費 57,000,000 57,000,000 0 無電柱化推進計画事
業補助金

0

電線共同溝整備工事負担金 51,500,000 51,500,000 (国) 44,000,000

道路整備事業
(都市計画債)
(市債) 64,500,000

8 土 木 費 4 都 市
計 画 費

かわまちづくり推進事業

かわまちづくり推進業務委託料 6,000,000 6,000,000 0 新しい地方経済・生
活環境創生交付金

9,500,000

各種公園整備工事請負費 11,000,000 11,000,000 (国) 7,500,000

特定都市河川浸水被
害対策推進事業費補
助金

-
 
8
6
 
-



款 項 事 業 名 金　　額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

8 土 木 費 4 都 市
計 画 費

公園施設長寿命化対策事業

各種公園整備工事請負費 10,500,000 10,500,000 0 防災・安全交付金 0

(国) 5,000,000

公園緑地整備事業

(市債) 5,500,000

8 土 木 費 4 都 市
計 画 費

冨田山公園再整備事業

冨田山公園再整備業務委託料 14,382,000 14,382,000 0 0 14,382,000

8 土 木 費 4 都 市
計 画 費

道路附属物保全事業

道路附属物点検委託料 20,100,000 20,100,000 0 防災・安全交付金 10,100,000

(国) 10,000,000

-
 
8
7
 
-



款 項 事 業 名 金　　額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

8 土 木 費 4 都 市
計 画 費

自転車通行空間整備事業

設計委託料 2,940,000 2,940,000 0 防災・安全交付金 166,000

(国) 1,574,000

交通安全対策事業

(市債) 1,200,000

8 土 木 費 5 都 市
開 発 費

まちなかウォーカブル推進事業

測量・設計業務委託料 14,272,000 14,271,400 0 社会資本整備総合交
付金

8,371,400

(国) 5,900,000

9 消 防 費 1 消 防 費 消防車両更新管理事業

自動車購入費 184,228,000 184,228,000 0 消防防災施設等整備
費補助金

30,000,000

(国) 54,428,000

消防施設整備事業

(市債) 99,800,000

-
 
8
8
 
-



款 項 事 業 名 金　　額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

10 教 育 費 3 中学校費 屋内運動場等トイレ改修事業(中学校)

校舎等大規模改造工事請負費 15,200,000 15,200,000 0 学校施設環境改善交
付金

75,000

(国) 2,825,000

中学校屋内運動場等
トイレ改修事業
(市債) 12,300,000

10 教 育 費 3 中学校費 屋内運動場空調整備事業(中学校)

各校空調設備設置工事請負費 58,330,000 58,330,000 0 学校施設環境改善交
付金

43,000

(国) 23,987,000

中学校屋内運動場空
調設備整備事業
(市債) 34,300,000

2,526,549,000 2,526,276,405 958,575 2,425,722,000 99,595,830計

-
 
8
9
 
-



報告第13号 

令和7年度愛知県一宮市一般会計事故繰越し繰越額の報告について 

令和7年度愛知県一宮市一般会計事故繰越し繰越額については、別紙のとおりであるの

で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項において準用する同令第146条第

2項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

- 90 -



円 円 円 円 円 円 円 円

8 土木費 4
都 市
計画費

各種公園整備工事請負費 105,260,100 65,209,900 40,050,200 0 29,930,200 0 防災・安全交付金 1,230,200

うち繰越明許費
　　 10,120,000

(国) 17,100,000

公園緑地整備事業

(市債) 11,600,000

105,260,100 65,209,900 40,050,200 0 29,930,200 0 28,700,000 1,230,200

令和7年度　　　　愛知県一宮市一般会計事故繰越し繰越計算書

説　　　　　明

支 出 済 額 支出未済額
既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

支 出 負 担
行 為 額

左の内訳
支 出 負 担
行為予定額

翌 年 度
繰 越 額

款 項 事 業 名

左の財源内訳

公園施設長寿命化対策事業
大野極楽寺公園長寿
命化対策工事におい
て、大型複合遊具（特
注品）の部材の一部に
輸入部材が必要であ
り、部材供給の不安定
な状況の影響によって
入荷の遅延が発生し、
納入時期が遅れたこと
により、年度内の工事
完了が不可能となった
ため。
なお、代替部材の検討
を行ったが、国内メー
カーでの製造がなく調
達は困難であった。

計

-
 
9
1
 
-



報告第14号 

令和7年度愛知県一宮市水道事業会計継続費逓次繰越額の報告について 

令和7年度愛知県一宮市水道事業会計継続費逓次繰越額については、別紙のとおりであ

るので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第1項の規定に基づき報告

する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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翌年度逓次

繰 越 額 購入限度額

資 本 的 支 出 1 建設改良費 382,000,000 58,000,000 ― 58,000,000 46,695,000 11,305,000 11,305,000 0 11,305,000

資 本 的 支 出 1 建設改良費 2,367,000,000 48,000,000 ― 48,000,000 0 48,000,000 48,000,000 16,000,000 32,000,000

発 生 額 繰 越 額
交 付 金

令和７年度愛知県一宮市水道事業会計継続費繰越計算書

（単位　円）　

令 和 ７ 年 度 継 続 費
予　　算　　現　　額

残      額

翌 年 度 逓 次
繰 越 額 に 係
る 財 源 内 訳

繰越額に係る
継 続 費 支 払 義 務 翌年度逓次

款

1
今 伊 勢 町 本 神 戸
牛 洗 地 内 ほ か
配 水 管 改 良 工 事

0

企 業 債 たな卸資産の

1
木 曽 川 配 水 場
場 内 配 管 工 事

0

項 事 業 名 繰越を要する
の 総 額

予算計上額
前年度逓次

計

-
 
9
3
 
-



報告第15号 

令和7年度愛知県一宮市水道事業会計予算繰越額の報告について 

令和7年度愛知県一宮市水道事業会計予算繰越額については、別紙のとおりであるので、

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 

- 94 -



地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（単位　円）　

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 110,000,000 0 110,000,000 19,000,000 91,000,000 0 0 0

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 82,000,000 0 82,000,000 14,080,000 67,600,000 320,000 0 0

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 29,000,000 0 29,000,000 3,400,000 25,600,000 0 0 0

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 45,000,000 0 45,000,000 7,600,000 37,400,000 0 0 0

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 56,000,000 0 56,000,000 7,200,000 48,800,000 0 0 0

左 の 財 源 内 訳

令和７年度愛知県一宮市水道事業会計予算繰越計算書

翌年度繰
越額に係る
繰越 を要
するたな卸
資産の購
入限度額

予 算 支 払 義 務 翌 年 度
　　　　款 　　　　項 事 業 名 不 用 額 説 明

計 上 額 損 益 勘 定
留 保 資 金

繰 越 額
交 付 金 企 業 債

発 生 額

1
木 曽 川 町 内 割 田 二 の 通 り
地 内 ほ か 配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

1 1
大 毛 高 木 地 内 ほ か
配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、基幹管路の耐震化を推進する
ため早期着手を目指し、令和７年度補正
予算「社会資本整備総合交付金」の対象
としましたが、この予算措置において令
和８年３月議会での補正予算対応とな
り、年度内の完成が見込めなくなったも
のです。

1

1 1
高 田 郷 廻 り 地 内 ほ か
配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

1 1
千 秋 町 小 山 山 王 地 内
ほ か 配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

1 1
千 秋 町 加 納 馬 場 松 下 地 内
ほ か 配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

-
 
9
5
 
-



（単位　円）　

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 88,000,000 0 88,000,000 16,400,000 71,600,000 0 0 0

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 46,000,000 0 46,000,000 8,300,000 37,700,000 0 0 0

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 88,000,000 0 88,000,000 15,100,000 72,900,000 0 0 0

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 44,000,000 0 44,000,000 6,500,000 37,500,000 0 0 0

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 76,000,000 0 76,000,000 14,100,000 61,900,000 0 0 0

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

1 1
大 和 町 苅 安 賀 薬 師 堂 地 内
ほ か 配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

1 1
萩 原 町 林 野 石 松 地 内
ほ か 配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

1 1
東 五 城 東 備 前 地 内
ほ か 配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

1 1
木 曽川町外割田南青木地内
ほ か 配 水 管 改 良 工 事

本工事は、令和８年度に予定していたも
のであり、重要施設配水管の耐震化を推
進するため早期着手を目指し、令和７年
度補正予算「社会資本整備総合交付
金」の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和８年３月議会での補正予算
対応となり、年度内の完成が見込めなく
なったものです。

1 1
木 曽 川 町 黒 田 六 ノ 通 り 地 内
ほ か 配 水 管 改 良 工 事

左 の 財 源 内 訳
翌年度繰
越額に係る
繰越 を要
するたな卸
資産の購
入限度額

予 算 支 払 義 務 翌 年 度
　　　　款 　　　　項 事 業 名 不 用 額 説 明

計 上 額 発 生 額 繰 越 額
交 付 金 企 業 債

損 益 勘 定
留 保 資 金

-
 
9
6
 
-



報告第16号 

令和7年度愛知県一宮市下水道事業会計継続費逓次繰越額の報告について 

令和7年度愛知県一宮市下水道事業会計継続費逓次繰越額については、別紙のとおりで

あるので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第1項の規定に基づき報

告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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翌年度逓次

繰 越 額 購入限度額

一 般 区 域 公 園 通 ３ 丁 目

公 共 下 水 道 2 拡張事業費 地 内 ほ か 430,000,000 105,000,000 ― 105,000,000 21,500,000 83,500,000 83,500,000 41,750,000 41,700,000 50,000

資 本 的 支 出 雨 水 管 布 設 工 事

1 0

令和７年度愛知県一宮市下水道事業会計継続費繰越計算書

（単位　円）　

令 和 ７ 年 度 継 続 費
予　　算　　現　　額

残      額

翌 年 度 逓 次
繰 越 額 に 係
る 財 源 内 訳

繰越額に係る
継 続 費 支 払 義 務 翌年度逓次

款

企 業 債
当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

たな卸資産の

項 事 業 名 繰越を要する
の 総 額

予算計上額
前年度逓次

計
発 生 額 繰 越 額

交 付 金

-
 
9
8
 
-



報告第17号 

令和7年度愛知県一宮市下水道事業会計予算繰越額の報告について 

令和7年度愛知県一宮市下水道事業会計予算繰越額については、別紙のとおりであるの

で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定に基づき報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（単位　円）　

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 70,000,000 0 70,000,000 0 24,500,000 0 45,500,000 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 18,000,000 0 18,000,000 0 6,000,000 0 12,000,000 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 30,000,000 0 30,000,000 0 10,500,000 19,500,000 0 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 27,000,000 0 27,000,000 0 9,000,000 18,000,000 0 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 34,000,000 0 34,000,000 0 12,500,000 21,500,000 0 0 0
資 本 的 支 出

1
平和２丁目地内ほか下水道管
改 良 実 施 設 計 業 務 委 託

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、耐水化の早期完了の
ため早期着手を目指し、国の令和7
年度補正予算「防災・安全交付金」
の対象としましたが、この予算措置に
おいて令和8年3月議会での補正予
算対応となり、年度内の完成が見込
めなくなりました。

1 1
柳 戸 ポ ン プ 場 電 線
管 路 ほ か 耐 水 化 工 事

1
苅安賀１丁目地内ほか下水道管路
施設詳細耐震診断業務委託

本委託は令和8年度に予定してい
たものであり、地震対策の早期着手
を目指し、国の令和7年度補正予算
「防災・安全交付金」の対象としまし
たが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

1 1
音羽３丁目地内ほか下水道管路
施設詳細耐震診断業務委託

本委託は令和8年度に予定してい
たものであり、老朽化対策の早期着
手を目指し、国の令和7年度補正予
算「防災・安全交付金」の対象としま
したが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

1 1
八幡５丁目地内ほか下水道管
改 良 実 施 設 計 業 務 委 託

本委託は令和8年度に予定してい
たものであり、地震対策の早期着手
を目指し、国の令和7年度補正予算
「防災・安全交付金」の対象としまし
たが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

1

令和7年度愛知県一宮市下水道事業会計予算繰越計算書

翌年度繰
越額に係る
繰越 を要
するたな卸
資産の購
入限度額

予 算 支 払義 務 翌 年 度
　　　　款 　　　　項 事 業 名 不 用 額 説 明

計 上 額 繰 越 額
交 付 金 企 業 債

発 生 額
国庫補助金

本委託は令和8年度に予定してい
たものであり、地震対策の早期着手
を目指し、国の令和7年度補正予算
「防災・安全交付金」の対象としまし
たが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

1

損 益 勘定
留保 資金

左 の 財 源 内 訳

-
 
1
0
0
 
-



（単位　円）　

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 121,000,000 0 121,000,000 54,000,000 0 67,000,000 0 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 146,000,000 0 146,000,000 64,000,000 0 82,000,000 0 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 148,000,000 0 148,000,000 64,500,000 0 83,500,000 0 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 14,000,000 0 14,000,000 0 6,000,000 8,000,000 0 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 16,000,000 0 16,000,000 0 7,000,000 9,000,000 0 0 0
資 本 的 支 出

不 用 額 説 明
計 上 額 発 生 額 繰 越 額

交 付 金 企 業 債

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、地震対策の早期着手
を目指し、国の令和7年度補正予算
「下水道防災事業費補助」の対象と
しましたが、この予算措置において令
和8年3月議会での補正予算対応と
なり、年度内の完成が見込めなくなり
ました。

1 1
向 山 南 １ 丁 目 地 内 ほ か
下 水 道 管 更 生 工 事

翌年度繰
越額に係る
繰越 を要
するたな卸
資産の購
入限度額

予 算 支 払義 務 翌 年 度
　　　　款 　　　　項 事 業 名

国庫補助金

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、老朽化対策の早期着
手を目指し、国の令和7年度補正予
算「防災・安全交付金」の対象としま
したが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

1 1
羽 衣 ２ 丁 目 地 内 ほ か
下 水 道 管 更 生 工 事

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、地震対策の早期着手
を目指し、国の令和7年度補正予算
「下水道防災事業費補助」の対象と
しましたが、この予算措置において令
和8年3月議会での補正予算対応と
なり、年度内の完成が見込めなくなり
ました。

1 1
多 加 木 １ 丁 目 地 内 ほ か
下 水 道 管 更 生 工 事

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、地震対策の早期着手
を目指し、国の令和7年度補正予算
「下水道防災事業費補助」の対象と
しましたが、この予算措置において令
和8年3月議会での補正予算対応と
なり、年度内の完成が見込めなくなり
ました。

1 1
多 加 木 ５ 丁 目 地 内 ほ か
下 水 道 管 更 生 工 事

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、老朽化対策の早期着
手を目指し、国の令和7年度補正予
算「防災・安全交付金」の対象としま
したが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

1 1
泉 ２ 丁 目 地 内 ほ か
下 水 道 管 更 生 工 事

損益 勘定
留保資金

左 の 財 源 内 訳

-
 
1
0
1
 
-



（単位　円）　

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 40,000,000 0 40,000,000 0 18,000,000 22,000,000 0 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 42,000,000 0 42,000,000 0 19,000,000 23,000,000 0 0 0
資 本 的 支 出

一 般 区 域
公 共 下 水 道 拡 張 事 業 費 116,262,300 40,000,000 76,262,300 0 2,150,000 72,400,000 1,712,300 0 0
資 本 的 支 出

特 定 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 22,000,000 0 22,000,000 0 7,500,000 14,500,000 0 0 0
資 本 的 支 出

特 定 区 域
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費 21,000,000 0 21,000,000 0 9,000,000 12,000,000 0 0 0
資 本 的 支 出

本委託は令和8年度に予定してい
たものであり、老朽化対策の早期着
手を目指し、国の令和7年度補正予
算「防災・安全交付金」の対象としま
したが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

2 1
大 和町馬引東中境地内ほか
下水道管改良実施設計業務委託

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、老朽化対策の早期着
手を目指し、国の令和7年度補正予
算「防災・安全交付金」の対象としま
したが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

2 1
木 曽 川 町 黒 田 山 地 内
ほ か 下 水 道 管 更 生 工 事

1 1
本 町 ４ 丁 目 地 内 ほ か
下 水 道 管 更 生 工 事

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、老朽化対策の早期着
手を目指し、国の令和7年度補正予
算「防災・安全交付金」の対象としま
したが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

1 1
北 園 通 ４ 丁 目 地 内 ほ か
下 水 道 管 更 生 工 事

本工事と同一工区内で施工された
別途工事の完了が遅れたため、本工
事の着手が遅れた結果、年度内の完
成が見込めなくなりました。

1 2
北 園 通 ２ 丁 目 地 内
ほ か 雨 水 管 布 設 工 事

本工事は令和8年度に予定してい
たものであり、老朽化対策の早期着
手を目指し、国の令和7年度補正予
算「防災・安全交付金」の対象としま
したが、この予算措置において令和8
年3月議会での補正予算対応となり、
年度内の完成が見込めなくなりまし
た。

翌年度繰
越額に係る
繰越 を要
するたな卸
資産の購
入限度額

　　　　款 　　　　項 事 業 名 不 用 額
予 算 支 払義 務 翌 年 度

発 生 額 繰 越 額計 上 額
国庫補助金 交 付 金 企 業 債

説 明
損益勘定
留保資金

左 の 財 源 内 訳

-
 
1
0
2
 
-



報告第18号 

一般財団法人一宮市学校給食会の経営状況の報告について 

一般財団法人一宮市学校給食会の令和7年度事業概要及び事業会計決算の状況を地方自

治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、別紙のとおり報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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1 

令和７年度 事 業 報 告 書 

                                      一般財団法人 一 宮 市 学 校 給 食 会 

１ 事業の状況 

（１） 学校給食に要する物資の調達に関する事業 

      ア 年間給食回数と総食数 

(回) 
総　給　食　数　

(食) 

共同調理場 小学校 189

単独校調理場 小学校 189

           年間給食回数

4,252,444

1,361,660

5,614,104

中学校 189

中学校 189

合　　　計

   イ 物資の調達 

    共同調理場は、業者選定委員会で審査し、理事会で指定された２５業者より、毎月

行われる物資選定委員会で選定された給食用物資を購入して、南部・北部共同調理場

及び東浅井給食センターに提供し、翌月その代金を支払った。 

    単独校調理場は、単独校調理場物資選定会で選定された給食用物資を購入し、この

代金の支払業務を本給食会が行った。 

    また、主食（米飯・パン・麺）・牛乳についても、本会において支払った。 

年間物資購入額 

                                            税込（単位：円） 

副食材料 主　　食 牛　　乳 合　　計

共同調理場 701,586,267 324,352,072 284,948,369 1,310,886,708

単独校調理場 227,389,630 101,150,957 92,111,993 420,652,580

合　　計 928,975,897 425,503,029 377,060,362 1,731,539,288
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2 

（２） 学校給食費の徴収に関する事業 

 日額給食費及び年間給食費  

税込（単位：円） 

小学校 中学校

共同調理場 285 325 1,238,111,148

単独校調理場 285 325 397,567,296

1,635,678,444合　　計

日 額 給 食 費

年 間 給 食 費

年度当初の１日の給食対象数 

校 食数 校 食数 校 食数

共同調理場 32 15,474 15 7,975 47 23,449

単独校調理場 10 4,948 4 2,575 14 7,523

合　　計 42 20,422 19 10,550 61 30,972

小学校 計中学校
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3 

（３）学校給食についての調査研究、普及充実に関する事業 

  ア 物資納入業者等の施設、衛生状況の調査 

○ 食品加工・製造を行う業者６社を、施設の構造、設備・機械器具の取扱い、食品

の取扱い方法、衛生管理運営など現地調査し、食品の管理と異物の混入等事故が

発生しないよう依頼した。 

   イ  各種研究会、協議会への参加 

○ 市教育委員会研究会等 

・ 学校給食献立作成委員会（１０回通常開催） 

  ウ 市内小中学校ＰＴＡ等の試食会事業 

○ 試食会開催数   

校　　数 件　　数 食　　数

小学校 29 53 1,009

中学校 9 13 251

小学校 10 23 346

中学校 3 4 96

51 93 1,702

単独校調理場

合　　計

共同調理場

エ 食育推進事業 

○  一宮を食べる学校給食の日（５月・１２月・１月）一宮市産食材の提供 

○  愛知を食べる学校給食の日（６月・１１月・１月）愛知県産食材の提供 

○  全国学校給食週間記念事業(１月２４日～３０日)地場産物の活用、郷土料理の提供 

○  友好都市トレビーゾ市（イタリア）にちなんだ献立実施（１月） 
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２ 庶務の概要 

（１） 役員に関する事項 

２０２６年３月３１日現在 

役職名 氏  名 就任年月日 備   考 

会 長 高 橋  信 哉 2025.5.13 一宮市教育委員会教育長 

副会長 古田 いず美 2025.5.13 一宮市小中学校ＰＴＡ連絡協議会長 

副会長 図 師  泰 洋 2025.5.13 一宮市小中学校長会長 

理事長 石 田  浩 貮 2025.5.13 一般財団法人一宮市学校給食会事務局長 

常務理事 岸上 三次郎 2025.5.13 一宮市教育委員会教育部学校給食課長 

理 事 柘 植   康 2025.5.13 一宮市保健所保健衛生課長 

理 事 太 田   崇 2025.5.13 一宮市小中学校長会専門委員会給食委員長 

理 事 丹羽 あゆみ 2025.5.13 一宮市小中学校ＰＴＡ連絡協議会副会長 

理 事 大 塚  真 紀 2025.5.13 一宮市立小中学校食育・給食主任 

理 事 森   敬 一 2025.5.13 一宮市教育委員会教育部長 

理 事 尾 関  良 彦 2025.5.13 一宮市教育委員会教育部学校教育課長

監 事 戸 田  恭 子 2025.5.13 一宮市小中学校長会専門委員会給食副委員長 

監 事 安 藤   望 2025.5.13 一宮市小中学校ＰＴＡ連絡協議会副会長 

監 事 谷 口  純 一 2025.5.13 一宮市教育委員会教育部総務課長 
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（２） 役員会等に関する事項 

ア 理事会 

 議 事 事 項  会議の結果 

開催日 

2025.5.13 

1 令和６年度事業報告の承認に関する件 

2 令和６年度決算の承認に関する件 

3 公益目的支出計画実施報告書の承認に関する件 

出席者

１１ 
原案承認 

開催日 

2025.5.13 

1 会長、副会長、理事長並びに常務理事の互選に関

する件 

2 業者選定委員の選任に関する件 

報告 令和７年度事業計画並びに収支予算書について 

出席者

１０ 
原案承認 

開催日 

2025.12.25

1 令和７年度収支補正予算の承認について 

2 令和８年度事業計画の承認について 

3 令和８年度収支予算の承認について 

4 2026・2027 年度学校給食用物資納入業者の指定に

ついて 

5 評議員会の開催について   

出席者

７ 
原案承認 

イ 評議員会 

 議 事 事 項  会議の結果 

開催日 

2025.5.13 

1 役員の選任に関する件 

2 評議員の選任に関する件 

3 令和６年度決算報告の承認に関する件 

報告 公益目的支出計画実施報告書に関する件 

出席者 

７ 
原案承認 
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ウ 監査会 

 開  催  内  容 

開催日

2025.5.8 

令和６年度事業報告及び決算の監査について 

公益目的支出計画実施報告書の監査について 

開催日

2025.11.12
令和７年度予算執行状況の監査について 

エ 業者選定委員会 

開催日 開  催  内  容 

2025.12.4 2026・2027年度学校給食用物資納入業者の選定審査について 

オ 物資選定委員会 

開催日 開  催  内  容 

年間１１回 学校給食用購入物資の選定並びに購入先の決定 

年間６回 

5.6.9.10.11.2月分 
学校給食用購入物資（青果物後期分）の選定並びに購入先の決定 
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(単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 10,586 1,819 8,767

基本財産収入 10,586 1,819 8,767

事業収益 1,514,517,460 1,559,195,358 △ 44,677,898

給食費収入 1,514,517,460 1,559,195,358 △ 44,677,898

給食費収入（共同調理場） 1,146,399,505 1,180,500,837 △ 34,101,332

給食費収入（単独校調理場） 368,117,955 378,694,521 △ 10,576,566

受取市補助金 118,259,371 52,050,761 66,208,610

市補助金 118,259,371 52,050,761 66,208,610

市補填金 0 0 0

雑収益 2,740,057 2,445,690 294,367

雑入 2,740,057 2,445,690 294,367

経常収益計 1,635,527,474 1,613,693,628 21,833,846

（２）経常費用

事務費 22,468,636 20,373,113 2,095,523

給料 7,206,000 6,725,970 480,030

諸手当 5,400,743 4,834,629 566,114

共済費 3,813,954 3,596,497 217,457

賃金 4,361,352 4,002,005 359,347

報償費 286,400 276,400 10,000

旅費 36,260 43,720 △ 7,460

需用費 824,237 345,975 478,262

役務費 525,046 535,799 △ 10,753

負担金・補助及び交付金 14,644 11,718 2,926

公課費 0 400 △ 400

事業費 1,610,346,409 1,591,369,223 18,977,186

原材料費（共同調理場） 1,219,295,357 1,204,885,628 14,409,729

原材料費（単独校調理場） 391,051,052 386,483,595 4,567,457

徴収不能額 0 0 0

雑費 0 0 0

減価償却費 83,351 149,406 △ 66,055

管理費 1,960,629 1,816,822 143,807

給料 800,700 747,330 53,370

諸手当 591,551 527,138 64,413

共済費 423,736 399,572 24,164

旅費 12,120 10,700 1,420

役務費 99,895 99,780 115

負担金・補助及び交付金 1,627 1,302 325

公課費 31,000 31,000 0

経常費用計 1,634,859,025 1,613,708,564 21,150,461

正　味　財　産　増　減　計　算　書

科   　　　　　　　　　　  目

2025年4月1日から2026年3月31日まで
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当年度 前年度 増減科   　　　　　　　　　　  目

評価損益等調整前当期経常増減額 668,449 △ 14,936 683,385

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 668,449 △ 14,936 683,385

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用

固定資産除却損 5 0 5

経常外費用計 5 0 5

当期経常外増減額 △ 5 0 △ 5

当期一般正味財産増減額 668,444 △ 14,936 683,380

一般正味財産期首残高 126,860 141,796 △ 14,936

一般正味財産期末残高 795,304 126,860 668,444

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 10,000,000 10,000,000 0

指定正味財産期末残高 10,000,000 10,000,000 0

Ⅲ　正味財産期末残高 10,795,304 10,126,860 668,444
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科        目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ　資産の部

  １．流動資産

          現　　金　　預　　金 13,046,377 2,056,196 10,990,181

          売　 　　掛　 　　金 118,202,685 112,090,660 6,112,025

　　　　　未　　　 収 　　　金 0 0 0

　　　　　前　　　 払 　　　金 0 0 0

　　　　　仮  払  消  費  税  等 0 124,979,858 △ 124,979,858

        流動資産合計 131,249,062 239,126,714 △ 107,877,652

  ２．固定資産

    (1) 基本財産

          定　　期　　預　　金 10,000,000 10,000,000 0

        基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0

    (2) その他固定資産

          什　　器　　備　　品 795,304 143,860 651,444

        その他固定資産合計 795,304 143,860 651,444

        固定資産合計 10,795,304 10,143,860 651,444

       資 産 合 計 142,044,366 249,270,574 △ 107,226,208

Ⅱ　負債の部

  １．流動負債

          買　　 　掛　 　　金 127,926,105 111,645,789 16,280,316

          未 　　　払　　　 金 3,081,655 2,325,260 756,395

          預　 　　り　　 　金 209,902 175,807 34,095

　　　　　仮　受　消　費　税　等 0 124,979,858 △ 124,979,858

　　　　　未　払　消　費　税　等 31,400 17,000 14,400

        流動負債合計 131,249,062 239,143,714 △ 107,894,652

       負 債 合 計 131,249,062 239,143,714 △ 107,894,652

Ⅲ　正味財産の部

  １．指定正味財産

        指定正味財産合計 10,000,000 10,000,000 0

  ２．一般正味財産

        一般正味財産合計 795,304 126,860 668,444

       正味財産合計 10,795,304 10,126,860 668,444

       負債及び正味財産合計 142,044,366 249,270,574 △ 107,226,208

貸 借 対 照 表

２０２６年３月３１日現在

（単位：円）
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科        目

Ⅰ　資産の部

  １．流動資産

          現　　金　　預　　金 13,046,377

            当　　座　　預　　金 203,047

              ゆうちょ銀行一宮支店 203,047

            普　　通　　預　　金 12,843,330

              三菱UFJ銀行一宮支店 12,843,330

          売　 　　掛　　 　金 118,202,685

       流動資産合計 131,249,062

  ２．固定資産

    (1) 基本財産

          定　　期　　預　　金 10,000,000

        基本財産合計 10,000,000

    (2) その他固定資産

          什　　器　　備　　品 795,304

        その他固定資産合計 795,304

       固定資産合計 10,795,304

     資 産 合 計 142,044,366

Ⅱ　負債の部

  １．流動負債

          買　　 　掛 　　　金 127,926,105

          未 　　　払　　　 金 3,081,655

          預　　 　り 　　　金 209,902

　　　　　未　払　消　費　税　等 31,400

       流動負債合計 131,249,062

     負 債 合 計 131,249,062

   正　味　財　産 10,795,304

財 産 目 録

２０２６年３月３１日現在

（単位：円）

金        額
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１．重要な会計方針

　　（１）　固定資産の減価償却方法

　　　　　　　什器備品の減価償却は、定額法による。

　　（２）　消費税等の会計処理

　　　　　　　消費税の会計処理は、税抜き方式による。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

　　　　　仮  払  消  費  税  等

　基本財産

　　定期預金

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

　基本財産

　　定期預金

４．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　　　目

　什器備品

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

交付者 前期末 当期末

残　高 残　高

市補助金収入 (合計)

　市補助金(運営補助金) 一宮市 0 0

　市補助金(学校給食費保護者負担軽減補助金) 一宮市 0 0

　市補助金(学校給食食材高騰対策補助金) 一宮市 0 065,102,000 65,102,000 一般正味財産

22,398,527 22,398,527

118,259,371

一般正味財産

一般正味財産30,758,844 30,758,844

118,259,371

2,336,270 1,540,966 795,304

補助金等の名称
当　期 当　期 貸借対照表上

の記載区分増加額 減少額

産からの充当額)

10,000,000 10,000,000 0 ―

取得価格 減価償却累計額 当期末残高

10,000,000 0 0 10,000,000

科　　　　目 当期末残高
(うち指定正味財 (うち一般正味財

（うち負債に対応する額）
産からの充当額）

財務諸表に対する注記

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
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報告第19号 

一宮市土地開発公社の経営状況の報告について 

一宮市土地開発公社の令和7年度事業概要及び事業会計決算の状況を地方自治法(昭和

22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、別紙のとおり報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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報告第20号 

一宮地方総合卸売市場株式会社の経営状況の報告について 

一宮地方総合卸売市場株式会社の令和7年度事業概要及び事業会計決算の状況を地方自

治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、別紙のとおり報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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第 4 8 期 営 業 報 告 書 

自 ２０２５年４月 １日 

事業年度     

至 ２０２６年３月３１日 

一宮市大和町氏永字仲林１４０番地の１

一宮地方総合卸売市場株式会社
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１ 営 業 報 告

（1）営業の概要
①国内状況について

日本経済は、賃金上昇の進展や物価上昇率の鈍化を背景に、内需を中心とした回復基

調が続いています。一方で、米国経済の減速や通商政策の不透明感から輸出は弱含みと

なっています。また、国内では生活必需品の値上げが続き、家計の節約志向が根強く、

個人消費の持ち直しには力強さを欠いています。こうした要因が重なり、景気回復の勢

いはなお限定的です。

こうした経済環境のもと、企業収益は改善し、物価と賃金の好循環が定着しつつあり

ます。中東情勢の不安定化によるエネルギー価格への影響には引き続き注視が必要で

すが、企業には適切な価格転嫁と持続的な賃上げ、積極的な投資を継続し、その成果を

社会全体の活力向上につなげていくことが期待されます。

生鮮食料品の流通分野では、量販店による産地直送やインターネット販売の拡大な

ど取引形態の多様化が進み、卸売業者を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり

ます。生き残りを図るためには、販路拡大や流通コストの削減に加え、コールドチェー

ンの強化など品質面での優位性を確保する取り組みを継続することが求められます。

卸売市場には、食の安全性、価格の透明性、安定供給といった固有の強みがあります。

こうした優位性を本場の卸売業者が最大限に発揮できるよう、一宮地方総合卸売市場

株式会社（以下、「卸売市場(株)」と表記します）は、一宮を含む国内卸売市場（以下
「卸売市場」と表記します）の存在意義を広く発信していくことが重要です。

②一宮市の取引状況

一宮地方総合卸売市場（以下、施設を意味する場合は「本市場」と表記します）の卸

売事業者の業績は、取扱数量・取扱金額とも長く減少傾向にありましたが、第 44期に
増加へ転じ、その後はほぼ横ばいで推移しています。

第 48期は、前期に比べて取扱数量が約 1割増加した一方、キャベツや白菜などの取
引価格（単価）が下落したことから、取扱金額は微減となりました。

③卸売市場㈱の取り組み（施設管理）

ア 市場取引の監督・指導

   市場取引の公開性を尊重し、公正で秩序ある取引を確保するため、日常業務の監

督・指導に努めました。

イ 施設の維持管理等

本市場を良好な状態に保つため、施設や設備の保守点検、修繕を行いました。
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ウ 関連店舗の利用促進

現在、41区画ある関連店舗のうち、年度当初は 34区画を貸し出しており、未利
用（空き店舗）は 7区画でした。卸売市場（株）では不動産会社への仲介依頼など
により入居促進を図り、結果として年度中に 0.5区画の入居がありました。しか
し、年度末に 0.5区画の退去が発生したため、年度末時点の空き店舗数は 7.0区画
と、年度当初から変動はありませんでした。

引き続き、空き店舗の解消に向けて積極的に取り組んでいきます。

  エ 「一宮地方総合卸売市場の今後のあり方」検討に関する調査（臨時事業）

本市場の将来像を検討・判断するために必要なデータを収集することを目的とし

て、卸売市場と本市場の内外評価を含む概況・動向調査、大規模改修を含めた将来

リスクの想定調査、不動産鑑定評価等を委託により実施しました（費用の一部は一

宮市が負担）。

調査の中では、他の卸売市場における先進的な取組事例の検証も行っており、そ

の結果を踏まえて、委託事業者から市場運営の方向性や市場施設の他用途利活用の

可能性等について提言を受けています。

これらの調査結果を今後の施策検討の基礎資料として活用するとともに、将来的

に何らかの判断を行う際の根拠資料として用いていきます。

    ＊委託事業の概要

    ・委託事業名 「一宮地方総合卸売市場の今後のあり方」検討に関する調査」

    ・契約金額  9,091,500円
卸売市場(株)は 3,553,000円、一宮市は 5,538,500円を負担

    ・契約期間  2025年 6月 2日から 2026年 3月 2日
    ・提出書類  地歴調査報告書、不動産鑑定評価書、調査報告書

④自主的取組

ア 「ぐりーんりんぐ」の発行（地場野菜供給センターの活動）

地場野菜供給センターでは、地場野菜の生産振興と流通促進を図るため、地産地 

消の推進や食の安全に関する取組を積極的に進めています。具体的には、食の情報

紙「ぐりーんりんぐ」を年４回発行し、市内小学校低学年の各家庭へ配布するとと

もに、小学校高学年には定置配布を行っています。冊子は、市内の保育園、幼稚園、

中学校、高校、公共施設、そして稲沢市の小中学校に配置して PRに努めています。
また、「ぐりーんりんぐ」の項目「季節のおすすめレシピ」については、レシピ動

画を制作して YouTubeにて配信しています。レシピ動画は紙面に掲載した QRコー
ドから読み取ることができます。
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イ 一般開放事業

本市場を消費者に理解してもらい、生鮮食料品などの需要拡大につなげるため

「日曜新鮮市」を実施して発展に努めました。

（2）本市場における取扱高の状況
青果部門の取扱数量は 10,494.18トンで前期（9,560.64トン）に比べて 933.54トン、

9.76％の増でした。一方、取扱金額は 36億 19万円で前期（36億 6,585万円）に比べ
て 6,566万円、1.79％の減となりました。
水産部門の取扱数量は 4.96トンで前期(4.90トン)に比べて 0.06トン、1.22％の増と
なりました。取扱金額は 536 万円で前期（529 万円）より 7 万円、1.32％の増となり
ました。

本市場全体では、取扱数量が 10,499.14トンで前期（9,565.54トン）に比べて 933.60
トン、9.76％の増、取扱金額は 36億 555万円で前期（36億 7,114万円）に比べて 6,559
万円、1.79%の減となりました。
当期の営業日数は 248日（前期 247日）でした。部類別品目ごとの実績は表記載の

とおりです。
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（3）本市場営業者等の概要
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（4）卸売市場(株)の経営状況（営業・営業外損益、経常利益、純利益）
①営業損益の状況

当期の営業利益は ▲711,119円となり、前期（2,819,002円）と比べて3,530,121円
減少しました。営業収益は前期より増加しましたが、営業費用の増加幅が大きく、損

益が悪化しました。

・営 業 収 益：94,125,220円（前期比 1,436,642円の増）
・営 業 費 用：94,836,339円（前期比 4,966,763円の増）
営業費用が前期比で増加した主な理由は以下のとおりです

・給料手当費：18,964,224円（前期比 1,505,363円の増）
・減価償却費：14,723,376円（前期比 3,525,972円の増）
・租税公課費：10,394,992円（前期比 5,312,842円の増）

減価償却費は、受変電設備（キュービクル）の新規設置に伴い減価償却が発生した

ことによるものです。租税公課費については、前期は設備設置に伴う多額の消費税負

担が期末精算で還付されましたが、当期は還付対象がなく 5,451,000円を納付したた
め増加しました。そのほか修繕費は前期比 5,832,675円、雑費は 1,378,480円（計
7,211,155円）減少しましたが、これらの減少では増加分を吸収できませんでした。

②営業外損益の状況

当期の営業外利益は 5,617,309円で、前期比 4,460,575円の減少となりました。
営業外収益が約 300万円減少し、営業外費用が約 150万円増加したのが要因です。
・営業外収益：7,642,400円（前期比 2,970,374円の減）

  ・営業外費用：2,025,091円（前期比 1,490,201円の増）
営業外収益は、前期に事故損害補償金（1,561,560円）や消費税還付（1,380,000円）

があったものの、当期はこれらがなく減少しました。営業外費用の増加は、受変電設

備設置に係る融資の返済が開始したことによる支払利息の増加が要因です。

③経常利益、純利益

今期の経常利益は 4,906,190円で前期比 7,990,696円でした。
・営 業 利 益：▲711,119円（前期比 3,530,121円の減）
・営業外利益：5,617,309円（前期比 4,460,575円の減）
経常利益に特別損益（1,000円）を加味し、法人税等（2,021,304円）を控除した

結果、当期の純利益は 2,885,886円となり、前期（8,147,234円）より 5,261,348円
減少しました。

当期は設備投資に伴う減価償却費や税負担の増加が利益を圧迫しましたが、これら

は将来の安定運営に資する費用であり、来期以降はこうした一時的要因の影響は縮小

すると見込まれます。
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参考資料                    損 益 計 算 書 (前期との比較表）
青は前期差100万円以上

第48期 第47期 増減 摘要(主な要因、増減理由）

【営業収益】

市 場 使 用 料 91,613,620 90,148,578 1,465,042
主な収入…大協5,374万円、ｶﾈｽｴ1,168万円
増理由　ﾏｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ97万円、近岡建35万円

市 場 共 益 費 2,511,600 2,540,000 △ 28,400
営 業 収 益 合 計 （ A) 94,125,220 92,688,578 1,436,642

【営業費用】(一般管理費）

給 料 手 当 18,964,224 17,458,861 1,505,363
増理由
…職員給与他人件費増

賃 金 0 0 0
退 職 給 付 費 用 747,873 896,638 △ 148,765
厚 生 福 利 費 3,110,260 3,012,031 98,229
旅 費 交 通 費 180,504 179,356 1,148
交 際 費 0 0 0
会 議 費 3,550 3,894 △ 344
広 告 宣 伝 費 174,100 242,485 △ 68,385
水 道 光 熱 費 2,683,805 2,488,552 195,253 電気使用量

消 耗 品 費 441,658 938,095 △ 496,437

修 繕 費 12,612,429 18,445,104 △ 5,832,675
減理由（実施事業の差異）
…前期、店舗(No17ｰ19)改修（685万円）

保 守 管 理 料 6,322,756 6,100,380 222,376
借 地 料 5,569,824 5,569,824 0

減 価 償 却 費 14,723,376 11,197,404 3,525,972
増理由
…受変電設備（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ）479万3千円

負 担 金 3,086,000 2,761,400 324,600

租 税 公 課 10,394,992 5,082,150 5,312,842
増理由…消費税545万1千円
（前期は受変電設備設置に伴い還付）

車 輌 費 346,673 175,876 170,797
火 災 保 険 料 3,054,840 2,775,330 279,510
通 信 費 102,323 96,444 5,879
リ ー ス 料 1,213,080 1,213,080 0

貸 倒 償 却 0 0 0

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 0 34,000 △ 34,000

清 掃 衛 生 費 5,975,450 4,691,570 1,283,880
増理由（実施事業の差異）
…土鳩対策（除去）91万6千円

雑 費 5,128,622 6,507,102 △ 1,378,480
減理由（実施事業の差異）
…前期　樹木(ｶｲｽﾞｶ)撤去実施356万円

営 業 費 用 合 計 （ B) 94,836,339 89,869,576 4,966,763
　営　業　利　益C(AｰB) △ 711,119 2,819,002 △ 3,530,121
【営業外収益】

受 取 利 息 23,734 4,092 19,642
受 取 配 当 金 400 400 0
賃 貸 収 入 6,027,288 6,027,288 0

雑 収 入 1,590,978 4,580,994 △ 2,990,016
減理由
…前期、ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ事故損補156万円、
　　　　消費税還付138万円

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 0 0 0
営 業 外 収 益 合 計 （ａ ) 7,642,400 10,612,774 △ 2,970,374

【営業外費用】

支 払 利 息 2,025,091 534,889 1,490,202 増理由…ｷｭｰﾋﾞｸﾙ設置等に係る費用返済

雑 損 失 0 1 △ 1
営 業 外 費 用 合 計 （ｂ ) 2,025,091 534,890 1,490,201

5,617,309 10,077,884 △ 4,460,575

4,906,190 12,896,886 △ 7,990,696

【特別利益】

貸 倒 引 当 金 戻 入 1,000 1,000 0
【特別損失】

建 設 仮 勘 定 除 去 損 0 0 0

4,907,190 12,897,886 △ 7,990,696

法 人 税、住 民 税及び事 業 税 363,013 297,204 65,809
法　人　税　等　調　整　額 1,658,291 4,453,448 △ 2,795,157

2,021,304 4,750,652 △ 2,729,348

2,885,886 8,147,234 △ 5,261,348当  期  純  利  益（E-F)

経 常 利 益 （ C ＋ D)

特
別
損
益

利益

損失

税　引　前　当　期　純　利　益（E)

法
人
税 法　人　税　合　計（F）

区　　分 科 　　　   目

経

常

損

益

の

部

営

業

損

益

営
業
外
損
益

営　業　外　利　益D(a-b)
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（5）卸売市場(株)の庶務の概要
主な庶務に関する事項は、次のとおりです。

① 株主総会

・定時株主総会

2025年 5月 15日
第 1号議案 任期満了に伴う取締役の選任について
第 2号議案 監査役退任に伴う監査役の選任について
第 3号議案 第 47期（自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日）の    

営業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表の承認について

② 取締役会

（ア）2025年 5月 14日
第 1号議案 定時株主総会の開催について
第 2号議案 第 47期（自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日）の    

営業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表の承認について

（イ）2025年 5月 15日
第１号議案 代表取締役の選任について

   第２号議案 副社長及び専務取締役の選任について

（ウ）2026年 2月 5日
      第１号議案 2026年度 一宮地方総合卸売市場株式会社

事業計画の承認について  

第 2号議案 一宮地方総合卸売市場業務規程の一部を改正する
規則の承認について

③ 株主の状況

（ア）期末株式数 45,000株
（イ）期末株主数  3名

④ 商業登記

  役員変更    3名（2025年 5月 20日）   
⑤ 期末役員数

（ア）取締役   6名
（イ）監査役   2名

⑥ 期末社員数    3名
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2 貸 借 対 照 表

     単位：円

【流動資産】 （ 24,700,939 ）【流動負債】 （ 8,189,810 ）
普 通 預 金 10,973,595 未 払 金 0
現 金 34,593 未 払 費 用 1,247,600
有 価 証 券 10,000 未 払 法 人 税 等 359,300
商 品 21,843 未 払 消 費 税 等 5,451,200
貯 蔵 品 44,322 預 り 金 76,320
前 払 費 用 1,692,645 賞 与 引 当 金 1,055,390
未 収 入 金 11,244,278
未 収 消 費 税 等 0
未収還付法人税 0
立 替 金 712,663
貸 倒 引 当 金 △ 33,000

【固定資産】 （ 1,187,985,829 ）【固定負債】 （ 529,450,642 ）
建 物 168,548,001 長 期 借 入 金 504,540,000
構 築 物 1,881,958 預 り 保 証 金 23,729,175
機 械 装 置 1 退職給付引当金 1,181,467
車 輌 運 搬 具 1
器 具 備 品 223,234
一 括 償 却 資 産 0 　  負 債 合 計 537,640,452
土 地 1,016,324,088
建 設 仮 勘 定 0
電 話 加 入 権 164,750
長 期 前 払 費 用 10,400
長期繰延税金資 833,396

前 払 年 金 費 用 0

【株主資本】 （ 675,046,316 ）
資 本 金 100,000,000
資 本 剰 余 金 350,000,000
その他資本剰 350,000,000

利 益 剰 余 金 235,046,316
繰越利益剰 235,046,316
うち当期純 2,885,886

自 己 株 式

　　純 資 産 合 計 675,046,316

△ 10,000,000

1,212,686,7681,212,686,768

（負債の部）（資産の部）

合　　計合　　計

（純資産の部）

                        貸　借　対　照　表

   （ 2026年3月31日現在 ）

 資        産        の       部 負   債   ・  資   本   の  部

科    目 金   額 科   目 金   額
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3 損 益 計 算 書

【営業収益】
市 場 使 用 料 91,613,620
市 場 共 益 費 2,511,600

小　　計 94,125,220
【営業費用】
　一　般　管　理　費
給 料 手 当 18,964,224
賃 金 0
退 職 給 付 費 用 747,873
厚 生 福 利 費 3,110,260
旅 費 交 通 費 180,504
交 際 費 0
会 議 費 3,550
広 告 宣 伝 費 174,100
水 道 光 熱 費 2,683,805
消 耗 品 費 441,658
修 繕 費 12,612,429
保 守 管 理 料 6,322,756
借 地 料 5,569,824
減 価 償 却 費 14,723,376
負 担 金 3,086,000
租 税 公 課 10,394,992
車 輌 費 346,673
火 災 保 険 料 3,054,840
通 信 費 102,323
リ ー ス 料 1,213,080
清 掃 衛 生 費 5,975,450
雑 費 5,128,622

小　　計 94,836,339

　営　　業　　利　　益 △ 711,119

【営業外収益】
受 取 利 息 23,734
受 取 配 当 金 400
賃 貸 収 入 6,027,288
雑 収 入 1,590,978

小　　計 7,642,400

【営業外費用】
支 払 利 息 2,025,091
雑 損 失 0

小　　計 2,025,091

【特別利益】
貸 倒 引 当 金 戻 入 1,000

小　　計 1,000

【特別損失】 0 0

4,907,190

363,013

1,658,291

2,885,886

　　　　　　　　　損　　益　　計　　算　　書
　　　自　2025年　4月　1日
　　　至　2026年　3月 31日

科 　　　   目 金  　　　　　 額

法人税、住民税及び事業税

4,906,190

経

常

損

益

の

部

単位：円

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

区　分

経 常 利 益

営
業
外
損
益

営

業

損

益
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４ 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

　　　自　2025年　4月　1日

　　　至　2026年　3月 31日

【株主資本】

 　 資本金 前期末残高 100,000,000

当期変動額

当期末残高 100,000,000

  　資本剰余金

   　 その他の資本剰余金

前期末残高 350,000,000

当期変動額

当期末残高 350,000,000

　　資本剰余金合計 前期末残高 350,000,000

当期変動額

当期末残高 350,000,000

  　利益剰余金

   　 その他利益剰余金

    　   繰越利益剰余金 前期末残高 232,160,430

当期変動額 （当期純利益金額） 2,885,886

当期末残高 235,046,316

　　利益剰余金合計 前期末残高 232,160,430

当期変動額 2,885,886

当期末残高 235,046,316

　　自己株主 前期末残高 -10,000,000

当期末残高 -10,000,000

　　株主資本合計 前期末残高 672,160,430

当期変動額 2,885,886

当期末残高 675,046,316

純資産の部合計 前期末残高 672,160,430
当期変動額 2,885,886
当期末残高 675,046,316

 　　 （単位：円）
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５ 個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　　（１）資産の評価基準及び評価方法

　　　　①有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　　ア．時価のあるもの・・・・・移動平均法に基づく原価法

　　　　　　イ．時価のないもの・・・・・移動平均法に基づく原価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　有形固定資産・・・・・定率法（ただし1998年4月１日以降に取得した建物、並びに

　　　　2016年4月1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物は定額法）

　　　　無形固定資産・・・・・定額法

　　（３）引当金の計上基準

　　　　貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒見込額を計上して

　　　　　　　　　　　　　　　おります。

　　　　賞与引当金・・・・・・従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額の

　　　　　　　　　　　　　　　うち当会計年度に負担すべき額を計上しております。

　　　　退職給付引当金・・・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における要支給額を

　　　　　　　　　　　　　　　　　計上しております。

　　（４）消費税等の会計処理

　　　　消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

２．貸借対照表に関する注記

　　（１）有形固定資産の減価償却累計額 円

３．株主資本等変動計算書に関する注記

　　（１）当該事業年度の末日における発行済株式の数 株

４．一株当たり情報に関する注記

　　（１）一株当たりの純資産額 15,341 円 96 銭

　　（２）一株当たりの当期純利益 65 円 59 銭

　　　至　2026年　3月 31日

　　　自　2025年　4月　1日

987,771,933

45,000
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第 48 期 付 属 明 細 書
１．固定資産の取得及び処分明細書 単位：円

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 期末残高 摘要

175,324,464 6,756,420 0 13,532,883 168,548,001

2,160,909 0 0 278,951 1,881,958

1 0 0 0 1

1 0 0 0 1

360,776 0 0 137,542 223,234

0 0 0 0 0

1,016,324,088 0 0 0 1,016,324,088

0 0 0 0 0

164,750 0 0 0 164,750

164,750 0 0 0 164,750

2,491,687 0 1,658,291 0 833,396

784,400 0 0 774,000 10,400

0 0 0 0 0

２．担保権設定明細書

資産の種類

有
形
固
定
資
産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 輌 運 搬 費

器 具 備 品

計 3,276,087

0 13,949,376 1,186,977,283

1,658,291

6,756,420

1,187,985,829

774,000 843,796

一 括 償 却 資 産

土 地

建 設 仮 勘 定

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

無
形
固
定

資
産

電 話 加 入 権

計

投

資

そ
の
他
資
産

長期繰延税金資産

計 1,194,170,239

0

 　土地及び株式購入資金として2014年10月に100,000千円、2021年3月運転資金とし
て30,000千円、2024年6月受変電施設改修工事等として78,990千円いずれも愛知西農
協より借り入れた借入債務に対する担保。

担保の目的たる資産
担　保　権　の　設　定　状　況

区　　　分 期 末 簿 価

　　合　　　計 1,197,611,076 6,756,420 1,658,291 14,723,376

合　　　計 1,184,872,089

建　　　物 168,548,001

土　　　地 1,016,324,088

-
 
1
5
0
 
-
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報告第21号 

いちのみや未来エネルギー株式会社の経営状況の報告について 

いちのみや未来エネルギー株式会社の令和8年度事業計画及び事業会計予算の状況を地

方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、別紙のとおり報告する。 

令和8年6月5日提出 

一宮市長 中 野 正 康 
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別紙

　電力販売計画

1 供給先

【高圧】

需要場所

一 宮 市 役 所 本 庁 舎

一 宮 市 役 所 機 械 式 立 体 駐 車 場

一 宮 市 保 健 所

今 伊 勢 北 保 育 園

富 士 保 育 園

尾 西 斎 場

環 境 セ ン タ ー

光 明 寺 最 終 処 分 場

ゆ う ゆ う の や か た

オ リ ナ ス 一 宮

奥 町 公 園 野 球 場

五 城 グ ラ ウ ン ド

木 曽 川 運 動 場

九 品 地 公 園 競 技 場

平 島 公 園 野 球 場

尾 西 グ リ ー ン プ ラ ザ

博 物 館

尾 西 歴 史 民 俗 資 料 館

三 岸 節 子 記 念 美 術 館

豊 島 記 念 資 料 館

子 ど も 文 化 広 場 図 書 館

玉 堂 記 念 木 曽 川 図 書 館

尾 西 図 書 館

市 立 小 中 学 校 （ 61 校 ）

北 部 学 校 給 食 共 同 調 理 場 321

南 部 学 校 給 食 共 同 調 理 場 360

一 宮 市 向 山 公 民 館 82

一 宮 市 開 明 公 民 館 62

一 宮 市 小 信 中 島 公 民 館 89

尾 西 南 部 生 涯 学 習 セ ン タ ー 66

消 防 本 部 296

尾 西 消 防 署 102

木 曽 川 消 防 署 91

市 民 病 院 7,938

7,309

53

464

14

72

157

99

8

57

111

39

352

906

69

980

211

240

61

44

予定供給量
（千kWh)

2,671

14

457

69

64
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需要場所

い ず み 福 祉 園 282

い ず み 作 業 所 69

い ず み 第 2 作 業 所 65

い ず み フ レ ン ズ 45

浅 井 い こ い の 広 場 46

北 方 い こ い の 広 場 53

時 之 島 い こ い の 広 場 56

丹 陽 い こ い の 広 場 41

千 秋 い こ い の 広 場 51

葉 栗 い こ い の 広 場 58

奥 い き い き セ ン タ ー 46

社 会 福 祉 協 議 会 39

き き ょ う 会 館 48

高 齢 者 生 き が い セ ン タ ー 39

萩 原 い き い き セ ン タ ー 115

合 計 （ 109 件 ） 24,979

【低圧】

契約種別

従 量 電 灯 B （ 84 件 ）

従 量 電 灯 C （ 7 件 ）

低 圧 電 力 （ 39 件 ）

合計（130件）

販売電力量　　　　25,210千ｋWh

2 調達電源（第5期分）

東邦ガス株式会社

調達電力量　　　　26,215千kWh

　上記調達電力量のうち、環境センター・市内太陽光発電所（8か所）から前年並みの約7割を調達予定

231

（注）端数処理の関係で数値が一致しない場合があります。

予定供給量
（千kWh)

予定供給量
（千kWh)

89

54

88
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